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Ⅰ はじめに 

 

１  本校の位置 

 

 北緯３ ３ 度、 統計１ ３ １ 度の海抜１ ２ ６ メ ート ルに位置する、 別府市内の火山麓扇状地の中腹にある学校であ

る。背後には伽藍岳や鶴見岳と する活火山があり 、前面には別府湾が広がる。鶴見岳から は直線にして約５ キロ、

別府湾からは直線にして約２ ． ４ キロである。  
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火山噴火ハザード マッ プ 

 

・ 鶴見岳が噴火した場合・ ・ ・ 火砕サージ、 ２ ０ ㎝以上の降灰等の影響が考えられる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 伽藍岳が噴火した場合・ ・ ・ １ ０ ㎝以上の降灰等の影響が考えられる。  
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２  防災備蓄品一覧（ 令和５ 年４ 月現在）  

品  名 用  途 保管場所 個数・ 分量 

さ すまた 対不審者用 職員室・ 寄宿舎・ 小学部棟 ３  

発電機（ インバータ式）  非常時用 寄宿舎棟玄関 １  

ガソリ ン・ オイル（ 携行缶）  非常時用 プール棟ボイラー室 １  

手回し携帯ラジオ 非常時用 本部ボッ クス内 ９  

拡声器 常用・ 非常時用 職員室・ 校長室・ 各学部棟 ４  

折畳み椅子型担架 

（ ト ランスポート ・ チェアー）  
非常時用 シェルター内棚 ８  

ブルーシート  
常用・ 非常時用・  

避難用 
寄宿舎棟玄関 発電機の上 ６  

ド ライカレー・ 五目ごはん・ 白飯

(アルファ ー米) 

非常時用 

（ 期限2025/1）  
シェルター内棚上 １ ２ ５ 袋 

    
AED 非常時用 

小学部棟、 ラ ンチルーム横、 正

面玄関横 
３ 台 

マスク  非常時用 シェルター内棚上 ５ ０ ０ 枚 

マスク  非常時用 シェルター内棚上 ７ ０ 枚 

飲料水500   
非常時用 

（ 期限2023/10）  
シェルター内棚上 ２ ５ 本 

飲料用水、 医ケア用洗浄用水2  
非常時用 

（ 期限2023/10）  
シェルター内棚上 ９ ６ 本 

紙コッ プ 非常時用 シェルター内棚上 ４ ８ ０ 個 

吸引器等電源用シガーラ イ タ ー

コード  
非常時用 医ケアルーム ２ セッ ト  

アルミ ブランケッ ト  非常時用 シェルター内棚上 ２ ５ 枚 

毛布 非常時用 シェルター内棚上 １ ２ 枚 

ウェッ ト ティ ッ シュ  非常時用 シェルター内棚上 ２ ５ セッ ト  

簡易ト イレ凝固剤 非常時用 シェルター内棚上 ５ ５ ０ 個 

卓上ガスコンロボンベ 
非常時用 

（ 期限2025/5）  
シェルター内棚上 １ ５ 本 
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作業用ゴム手袋 非常時用 シェルター内棚上 ２ ０ セッ ト  

簡易間仕切り  福祉避難所用 寄宿舎棟１ 階階段下倉庫 ２ ０ セッ ト  

段ボールベッ ド  福祉避難所用 寄宿舎棟１ 階階段下倉庫 ２ ０ セッ ト  

グリ コ保存用ビスコ  

コンパク ト タイプ 

非常時用 

（ 期限2024/5）  
シェルター内棚上 １ ２ ０ 袋 

アルファ ーズ 

美味しい防災食 白粥 

非常時用 

（ 期限2025/1）  
シェルター内棚上 ５ ０ 袋 

インスタント イレ真空パッ ク  福祉避難所用 シェルター内棚上 ２ ０ ０ 回 

テント  福祉避難所用 シェルター内棚上 １ 張 

処理セッ ト ４ P 福祉避難所用 シェルター内棚上 １ ０ ０ 回 

ポケッ ト ティ ッ シュ  福祉避難所用 シェルター内棚上 １ ０ ０ 回 

ケーブルタイ  福祉避難所用 シェルター内棚上 １ ０ ０ 本 

ノ ロエース８ ０ ｍｌ  福祉避難所用 シェルター内棚上 ３ 本 

 

※医薬品については、 児童生徒の服薬管理を保健室(保健部)が行っているため、 学校では最低限の応急セッ ト を 

保健室で用意している。  

※児童生徒の非常時個人持ち出し袋の保管をしている。  
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Ⅱ 危機管理マニュ アル

１ 危機管理の基本方針

児童生徒の生命と 安全の確保のために、 日頃から 役割分担・ 連絡体制などを整え、 有事に備える 。

２ 緊急事態への基本的な考え（ 担当業務）

【 緊急事態発生直後】

・ 救助要請及び該当児童への対応、 他の児童生徒の見守り 等の役割分担

→ 役割分担がある 場合はそれに従っ て行動。 その他の場合は学年・ 学部を 中心に教職員全

員が協力。

・ 対応本部設置（ 情報収集、 状況分析、 組織設置）

→ 対応すべき 内容によ り 、 管理職、 養護教諭、 学部主事、 保健主任、 生徒指導主任、 防災

担当、 バス 係、 該当担任など を メ ンバーと し て招集する 。

【 連絡】

・ 消防署・ 警察署・ Ｊ Ｒ ・ バス 会社 → 管理職又は生徒指導部

但し 、 緊急を要する 場合は養護教諭・ 担任等も 可

・ ス ク ールバス → 生徒指導部( バス 係) 又は管理職

・ 保護者 → 原則、 担任

・ 病院 → 原則、 養護教諭、 担任

・ 教育委員会 → 管理職

【 事後対応】

・ 児童生徒 → 原則、 担任。 状況によ り 県教委派遣のス ク ールカウ ン

セラ ー等と 共同し ながら 対応

・ 保護者 → 原則、 担任。 但し 、 状況によ り 管理職

・ 教育委員会 → 管理職

・ 外部機関 → 管理職

・ マス コ ミ → 管理職

３ 想定さ れる 非常事態

（ １ ） 自然災害 （ ２ ） 火災

①津波 （ ３ ） 緊急捜索

②地震 （ ４ ） 不審者対策

③火山噴火 （ ５ ） 保健関係（ 食物アレ ルギー、 給食時の異物混入等）

④台風、 集中豪雨、 降雪など （ ６ ） ス ク ールバス 利用

⑤緊急時の引き 渡し と 安否確認 （ ７ ） 学校のプールの安全管理について

⑥災害時の緊急連絡について （ ８ ） いじ め防止対策基本方針

（ ９ ） 交通安全・ 交通事故対応
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３ 想定さ れる 非常事態

（ １ ） 自然災害

東日本大震災発生以降、 学校において災害時（ 地震・ 津波等） の児童生徒の安全確保につい

て、 国・ 県及び市において有識者によ る 会議が開催さ れてき た。 ま た、 別府市では津波発生時

の新たなハザード マッ プが発表さ れる など 各機関で災害時の体制に見直し が行われている 。 こ

れら の状況から 本校も 緊急災害時について計画を策定し ていく 。

①津波

想定する 地震と 津波の規模及び到達時間

南海ト ラ フ（ 東南海） 地震 Ｍ９ ク ラ ス

津波高 ５ ｍ弱 到達時間 約８ ５ 分 発生確率 ６ ０ ％以上

別府湾活断層型地震 Ｍ７ ク ラ ス

津波高 ５ .５ ｍ弱 到達時間 約２ ５ 分 発生確率 ほぼ０ ％

周防灘活断層型地震 Ｍ７ ク ラ ス

津波高 約１ .５ ｍ 到達時間 約８ ５ 分 発生確率 ２ ～４ ％

※ 海抜１ ０ ｍ以上に２ ０ 分以内で避難する 必要がある

※ 別府市内はＪ Ｒ がおよ そ海抜１ ０ ｍラ イ ンであり 、 それよ り 上に避難する 。

※ 幸通り は海抜２ ５ ｍ程度で、 そこ ま で避難すれば危険性は少ない。

※ 学校は海抜１ １ ０ ｍ地点にあり 、 在校時の津波は特に心配する 必要はない。

②地震

激し い揺れで倒壊・ 火災が想定さ れる 。 激し い揺れでス ロ ープが崩壊し 、 階段を使用し た避

難も 想定さ れる 。 ま た、 ス ク ールバス は、 亀川駅周辺～１ ０ 号線～別府駅 こ の間を通行中に地

震が起こ った場合は危険である 。

【 憂慮すべき 事項】

・ Ｊ Ｒ よ り 海側の１ ０ 号線沿い、 特に亀川駅周辺が危険。

・ 以下の点を 考える と 本校の生徒は避難が厳し いため、 高いビルへの避難（ 津波避難） は

最終的な手段と する 。 → 二次災害を起こ す危険性有り 。

・ エレ ベータ ーを使用せずに４ 階よ り 上に避難する こ と は困難な点。

・ 近隣の高齢者が避難のため殺到し 、 混乱する こ と が容易に予想さ れる 点。

・ 津波が引いた後も 水が残り 、 陸上から の救援が難し く 、 ヘリ など での救助と なる 。

その際、 最悪の場合、 一昼夜（ ２ ０ 時間程度） 水、 食料、 防寒用具の確保、 ト イ レ

等が困難になる 点。

・ 黒木記念病院（ 亀川の競輪場近辺）、 別府中央病院（ 富士見通り ） の避難依頼は断ら れる

可能性が高い。 地域も 同様のこ と を考えており 、 本校の依頼は断ら れる こ と が予想さ れ

る 。

・ バス 通行可能な道路は少ない事に加え、 建物の崩壊、 液状化によ る マンホール等の隆起

等が起こ る こ と が想定さ れる 。 特に別府駅周辺や亀川駅周辺は通行不可能な道路が増え

そう である 。 そう なる と 避難可能な大通り に車が殺到し 、 大渋滞が発生する こ と が予想

さ れる 。

・ 学校への連絡は電話がパンク し てつながら ない可能性が非常に高い。

※最悪のケース はバス が学校から の指示を待ち、 危険箇所に留ま り 、 渋滞に巻き 込ま れる

こ と である 。 ま た、 保護者・ 児童生徒がバス を待ち、 危険箇所に留ま る こ と も 危険であ

る 。

-10-



ス ク ールバス 乗車中に大き な地震が起こ った場合の対応

震度５ 弱以上又は運転手及び添乗員が危険を感じ る 地震発生

▽

【 運転手】 ラ ジオ、 携帯の緊急災害情報で情報を収集する と と も に学校に連絡。

【 学校】 Ｔ Ｖ 、 ラ ジオ、 緊急災害情報で情報を収集する と と も にバス へ連絡。

【 保護者・ 児童生徒】

登校時 乗車前： 保護者は児童生徒と と も に安全な場所に避難する 。

乗車後： 児童生徒は学校で保護。 保護者は安全な場所に避難し 、 状況が落ち着い

たら 、 学校へ迎えに来る 。

下校時 下車前： 児童生徒は学校で保護。 保護者は安全な場所に避難し 、 状況が落ち着い

たら 、 学校へ迎えに来る 。

下車後： 保護者は児童生徒と と も に安全な場所に避難する 。

バス は渋滞が起こ る 前に判断を行い、 バス で避難する こ と を原則と する 。

▽ ▽

連絡がついた場合 連絡がつかない場合

・ 学校側の収集し た情報と バス の現状をす ・ 運行を直ちに中止し 、 バス でＪ Ｒ 日豊線

り あわせ、 避難する かど う か判断する 。 よ り 山側を ま ず目指し 、 最終的に学校を

避難が必要な場合、 現在地及び通行経路 目指す。

から 避難経路を 確認し 、 原則バス で学校

に戻ってく る よ う に指示する 。

・ 渋滞等に巻き こ ま れ、 歩いて避難する 場 ・ 渋滞等に巻き こ ま れ、 歩いて避難する 場

合はＪ Ｒ 日豊線よ り 山側の避難所を目指 合はＪ Ｒ 日豊線よ り 山側の避難所を目指

す。緊急の場合のみ高いビルに避難する 。 す。緊急の場合のみ高いビルに避難する 。

※情報が不足し 、 安全かど う かの判断が付

かない場合は運行を中止し 、 学校に戻る

よ う に指示を出す。

【 保護者と の連絡】 【 保護者と の連絡】

・ 学部・ 学年・ 担任を通し て連絡を取る 。 ・ 学部・ 学年・ 担任を通し て連絡を取る 。

・ 災害用伝言ダイ ヤル１ ７ １ ま たはホーム ・ 災害用伝言ダイ ヤル１ ７ １ ま たはホーム

ページに情報をアッ プする 。 ページに情報をアッ プする 。

▽ ▽

全ての児童生徒の引き 渡し は原則、 学校で行う （ 緊急時引き 渡し カード 等で確認）
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③火山噴火 

【 概要】  

周辺地域の火山【 鶴見岳・ 伽藍岳】 鶴見岳・ 伽藍岳は、「 概ね過去１ 万年以内に噴火した火山及び現在活発な噴

気活動のある火山｣と して定義された活火山である。本校は、直線距離にして鶴見岳山頂からは約５ ㎞、伽藍岳か

ら は、 約６ .３ ㎞の位置にある。  

 

【 火山の特徴と 歴史】  

 別府市の背後、 東西にのびる別府地溝内に、 南北５ km にわたり 溶岩ド ーム群が連なり 、 鶴見岳はその最南端。

鶴見岳山頂北側に噴気孔があり 、 また火山群北端の伽藍岳には強い噴気活動がある。  

鶴見岳を構成する山体の大半はアカホヤ火山灰(約７ ３ ０ ０ 年前) に覆われ、 アカホヤ火山灰の堆積以後に、 鶴

見岳を起源と する火山灰の噴出が起きているが、 詳細な年代はわかっていない。  

 伽藍岳は、約1 万５ ０ ０ 年前より 若干古い時代に生成し、「 日本三代実録」 に記録さ れている西暦867 年の噴火

が、伽藍岳のこ の水蒸気噴火にあたる可能性が高い。 伽藍岳の山頂部の径３ ０ ０ mの円弧状の火口地形の内側で

は、 １ ９ ９ ５ 年に新たな泥火山が生成するなど、 現在でも活発な噴気活動が続いている。  

・ 火山活動（ ▲は噴火年を示す） ※日本活火山総覧(第４ 版)（ 気象庁編、 2013） による。  

年代 現象 活動経過・ 被害状況等 

▲771( 宝亀3)年 水蒸気噴火 

( 泥流) 

7 月9 日。 火砕物降下？泥流。 噴火場所は伽藍岳。  

▲867( 貞観9)年 水蒸気噴火 

( 泥流) 

2 月28 日。 火砕物降下？泥流。 噴火場所は伽藍岳。  

鳴動、 噴石、 黒煙、 降灰砂、 川魚被害。  

1949(昭和24)年 噴気 2 月5 日に発見さ れた。鶴見岳山頂の北西約500mの標高1100m付

近で面積約30m2の楕円形内の多数の噴気孔から高さ約10mの白色

噴気、 噴気温度95℃。  

1974～75 

(昭和49～50)年 

噴気 12 月～翌年5 月。 1949 年と 同地点で噴気、 高さ 約100～150m、 周

囲に小噴石飛散。  

1995(平成7)年 泥火山形成 

噴気 

7～11 月。 伽藍岳で泥火山の形成： 伽藍岳の珪石採取場跡で泥火

山が形成さ れた。 11 月中旬頃には土手の高さ約１ m、 火口の長径

約10m、 短径約７ m、 深さ約4mの楕円状の泥火山と なった。  

1999(平成11)年 地震 12 月 20～21 日。 鶴見岳山頂の東約 3km、 深さ 5km付近を震源と

する地震増加： 最大震度3(震度1 以上37 回)。  

2011(平成23)年 地震 3 月。東北地方太平洋沖地震（ 2011 年3 月11 日） 以降、山体の西

側及び東側4～5ｋ ｍ付近の地震活動が一時的に増加。  

【 火山情報の伝達】  

異常現象発見者     大分地方気象台                    レベル3 の発表 

市教育機関（ 各学校）  

別府市危機管理課・ 別府市消防本部           県教育機関（ 各学校）   災害対策本部設置  

                           病院・ 施設        

大分県･別府市防災対策室 報道機関           地域住民        避難対応 
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【 噴火警報レベルと 火山活動の状況】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 学校対応（ 在校時）】【 登下校時等の対応については「 噴火警戒レベルに応じた避難対応」 を確認】  

 ・ 情報の確認と 方針の決定（【 警報（ レベル２ ）】 の時点で対応協議をおこ なう ）  

   警報レベル２ …外部情報により 下校時間や後日の学校活動、 保護者への連絡対応など協議（ 避難準備）  

 ・ 対策本部設置･･･校長・ 教頭・ 事務長・ 生徒指導主任・ 防災担当者・ 各学部主事 

  警報レベル３ …下校時間や後日の学校活動、 保護者への連絡対応などを決定し 実施 

   警報レベル４ ・ ５ …噴火の状況（ 情報収集） により 、 避難の可否を判断 

           避難指示（ 事前避難）： 指定避難所へ（ 安否確認体制と 外部への緊急連絡必須）  

         Ａ： 緊急避難不可： 校内緊急避難場所へ（ 校内図参照）  

                  降灰情報、 校内被災状況により 、 避難経路を決定し指示する 

         Ｂ ： 緊急避難可能： 二次避難所（ 指定避難所） へ（ 安否確認体制と 外部への緊急連絡必須）  

                  【 朝見川以南及び春木川以北の指定避難所】  

 

二次避難所（ 指定避難所） での対応 

      １  対策本部設置･･･校長・ 教頭・ 事務長・ 生徒指導主任・ 防災担当者・ 各学部主事 

      ２  児童生徒の安否確認（ 報告） ･･･クラス担任⇒学年主任・ 学部主事⇒教頭⇒校長 

      ３  教職員の安否確認（ 報告） ･･･学年主任・ 学部主事・ 事務室・ 寄宿舎⇒事務長⇒校長 

      ４  被災状況などの情報収集 

      ５  保護者への連絡（ 避難状況や引き渡しなどについて）  

      ６  避難場所での活動について（ 衣･食･住への対応）  
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【 噴火警戒レベルに応じた避難対応】  

種
別 

名
称 

対象 

範囲 
レベル 

避難対応 

登下校時 スクールバス 在校時 在宅時 寄宿舎（ 夜間）  

特
別
警
報 

噴
火
警
報
（
居
住
地
域
）
又
は
噴
火
警
報 

居
住
地
域
及
び
そ
れ
よ
り
火
口
側 

レベル

５  

(避難) 

〈 登校時〉 保護者連絡 

 状況・ 場所により 対応 

(情報収集) 

〈 下校時〉 保護者連絡 

状況により 安全な場所へ 

(情報収集) 

学校引渡か避難 

〈 登校便〉  

SB･保護者･学校連絡 

運行経路変更し 

安全な場所へ(情報収集) 

〈 下校便〉  

SB･保護者･学校連絡 

運行経路変更し 

安全な場所へ(情報収集) 

対策本部設置 

（ 情報収集・ 対応協議）  

避難放送 

↓ 

緊急下校 

場合により 校内避難 

または指定避難所へ 

保護者連絡 

（ 教職員）  

連絡・ 参集 

 

（ 児童生徒）  

休校 

及び 

安否確認 

対策本部設置 

（ 情報収集・ 対応協議）  

避難放送 

↓ 

校内避難 

または指定避難所へ 

保護者連絡 

保護者への引き渡し 

レベル

４  

(避難 

準備) 

〈 登校時〉 保護者連絡 

 状況・ 場所により 対応 

(情報収集) 

〈 下校時〉 保護者連絡 

状況により 安全な場所へ 

(情報収集) 

学校引渡か避難 

〈 登校便〉  

SB･保護者･学校連絡 

運行経路変更し 

安全な場所へ(情報収集) 

〈 下校便〉  

SB･保護者･学校連絡 

運行経路変更し 

安全な場所へ(情報収集) 

対策本部設置 

（ 情報収集・ 対応協議）  

避難放送 

↓ 

緊急下校 

場合により 校内避難 

または指定避難所へ 

保護者連絡 

（ 教職員）  

連絡・ 参集 

 

（ 児童生徒）  

休校 

及び 

安否確認 

対策本部設置 

（ 情報収集・ 対応協議）  

避難放送 

↓ 

校内避難 

または指定避難所へ 

保護者連絡 

保護者への引き渡し 

警
報 

噴
火
警
報
（
火
口
周
辺
）
又
は
、
火
口
周
辺
警
報 

火
口
か
ら
居
住
地
域
近
く
ま
で
の
広
い
範
囲
の
火
口
周
辺 

レベル

３  

(入山 

規制) 

〈 登校時〉 保護者連絡 

     ↓(情報収集) 

登校後対応 

〈 下校時〉 保護者連絡 

状況により 安全な場所へ 

     ↓(情報収集) 

学校引き渡し  

〈 登校便〉  

SB･保護者･学校連絡 

通常運行もしく は 

経路変更し安全な場所へ 

(情報収集) 

〈 下校便〉  

通常運行もしく は 

経路変更し安全な場所へ 

(情報収集) 

SB･保護者･学校連絡 

対策本部設置 

（ 情報収集・ 対応協議）  

通常の学校活動 

もしく は 

緊急下校 

 

保護者連絡 

（ 教職員）  

連絡 

 

（ 児童生徒）  

場合により  

休校 

 

対策本部設置 

（ 情報収集・ 対応協議）  

避難放送 

↓ 

校内避難 

保護者連絡 

場合により  

保護者への引き渡し 

 

火
口
か
ら
少
し
離
れ
た
所
ま
で
の
火
口
周
辺 

レベル

２  

(火口周 

辺規制) 

〈 登校時〉  

連絡なし 

     ↓(情報収集) 

登校後対応 

〈 下校時〉  

情報により (情報収集) 

保護者連絡 

〈 登校便〉  

SB･保護者･学校連絡 

通常運行 

(情報収集) 

〈 下校便〉  

通常運行 

情報により 経路変更 

(情報収集) 

S B･保護者･学校へ連絡 

通常の学校活動 

及び 

情報収集 

※対応協議の開始 

（ 管理職・ 防災担当）  

特になし 

 

通常の生活 

 

情報収集 

※対応協議の開始 

保護者連絡 

場合により 保護者への引

き渡し 

 

予
報 

噴
火
予
報 

火
口
内 

レベル

１  

(平常) 

連絡なし 通常運行 通常の学校活動 特になし 特になし 
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噴
火

災
害

本
部

長
①

副
本

部
長

②
副

本
部

長
防

災
担

当
生

徒
指

導
主

任
学

部
主

事
授

業
担

当
･担

任
養

護
教

諭
看

護
師

職
員

室
在

中
職

員
事

務
室

職
員

各
班

噴
火

警
報

発
令

・
校

内
放

送
（
・校

内
放

送
）

・
的

確
な

指
示

災
害

対
策

本
部

設
置

・
校

長
室

集
合

・
校

長
室

集
合

・
校

長
室

集
合

・校
長

室
集

合
・
校

長
室

集
合

・
校

長
室

集
合

（校
長

室
）

･情
報

収
集

･情
報

収
集

･情
報

収
集

･情
報

収
集

･情
報

収
集

情
報

収
集

（気
象

庁
）

　
Ｔ

Ｖ
、

携
帯

　
ﾀ
ｼ
ﾞｵ

、
携

帯
　

Ｔ
Ｖ

、
携

帯
　

Ｐ
Ｃ

、
携

帯
　

Ｐ
Ｃ

、
携

帯

児
童

生
徒

の
安

全
確

保

噴
火

発
生

《
身

を
守

る
》

《
身

を
守

る
》

《
身

を
守

る
》

《身
を

守
る

》
《
身

を
守

る
》

《
身

を
守

る
》

《身
を

守
る

》
《
身

を
守

る
》

《
身

を
守

る
》

《
身

を
守

る
》

《身
を

守
る

》
《
身

を
守

る
》

《
掌

握
》

《
掌

握
》

《
掌

握
》

《本
部

で
の

・
児

童
生

徒
、

・
的

確
な

指
示

・的
確

な
指

示

・
災

害
情

報
・
災

害
情

報
・
災

害
情

報
　

　
　

指
示

伝
達

》
　

教
職

員
の

把
握

《
身

を
守

ら
せ

る
》

《身
を

守
ら

せ
る

》

安
全

確
認

・
児

童
生

徒
状

況
・
児

童
生

徒
状

況
・
児

童
生

徒
状

況
・災

害
情

報
把

握
・
児

童
生

徒
、

・
児

童
生

徒
、

二
次

災
害

の
防

止
・
避

難
先

・
避

難
先

・
避

難
先

・災
害

情
報

報
告

　
教

職
員

の
報

告
　

教
職

員
の

把
握

情
報

収
集

（各
機

関
）

・
避

難
経

路
・
避

難
経

路
・
避

難
経

路
・被

害
情

報
把

握
・
児

童
生

徒
、

・
火

災
状

況
・
火

災
状

況
・
火

災
状

況
・避

難
先

決
定

　
教

職
員

の
報

告

避
難

先
の

決
定

・
救

急
搬

送
・
救

急
搬

送
・
救

急
搬

送
・避

難
先

報
告

・
避

難
経

路
決

定

避
難

経
路

決
定

・
避

難
経

路
伝

達

避
難

指
示

・
校

内
放

送
・
消

防
署

へ
連

絡
（
・校

内
放

送
）

・
避

難
指

示
・
避

難
指

示

・
関

係
機

関
連

絡
・
避

難
誘

導
・避

難
誘

導

【
対

策
本

部
移

動
】

・
本

部
移

動
・
本

部
移

動
・
本

部
移

動
・本

部
移

動
・
本

部
移

動
・
救

護
室

移
動

・
措

置
室

移
動

（
必

要
物

品
持

出
）

（
必

要
物

品
持

出
）

（
必

要
物

品
持

出
）

（
必

要
物

品
A

E
D

）
（必

要
物

品
）

安
否

確
認

安
否

確
認

安
否

確
認

避
難

場
所

・
安

否
確

認
掌

握
・
安

否
確

認
掌

握
・
安

否
確

認
掌

握

（
１

階
調

理
室

前
、

調
理

室
前

昇
降

口
調

理
室

前
昇

降
口

調
理

室
前

昇
降

口
調

理
室

前
昇

降
口

調
理

室
前

昇
降

口
調

理
室

前
昇

降
口

調
理

室
前

昇
降

口
調

理
室

前
昇

降
口

調
理

室
前

昇
降

口
調

理
室

前
昇

降
口

　
児

童
生

徒
昇

降
口

）
・
各

学
部

安
否

 確
認

･把
握

･報
告

※
安

否
確

認
・
状

況
報

告
・
状

況
報

告
・
状

況
報

告
・状

況
共

通
理

解
・
状

況
共

通
理

解
・
状

況
共

通
理

解

噴
火

の
際

の
災

害
対

応
フ

ロ
ー

チ
ャ

ー
ト
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噴
火

災
害

本
部

長
①

副
本

部
長

②
副

本
部

長
防

災
担

当
生

徒
指

導
主

任
学

部
主

事
授

業
担

当
･担

任
養

護
教

諭
看

護
師

職
員

室
在

中
職

員
事

務
室

職
員

各
班

対
策

本
部

被
害

状
況

の
把

握
・
近

隣
学

校
間

連
絡

・
教

育
委

員
会

報
告

・
災

害
情

報
把

握
・
保

護
者

へ
の

対
応

・
児

童
生

徒
把

握
・児

童
生

徒
対

応
・
ケ

ガ
､体

調
対

応
・
医

ケ
ア

対
応

措
置

・災
害

情
報

収
集

　
（
情

報
交

換
）

・
マ

ス
コ

ミ
等

対
応

・
災

害
情

報
報

告
　

災
害

伝
言

ﾀ
ﾞｲ

ﾔ
ﾙ

・
応

急
処

置
　

　
　

　
　

　
・
被

害
状

況
把

握

災
害

情
報

の
収

集
・
地

域
避

難
者

対
応

・
本

部
で

指
示

伝
達

　
（
一

斉
メ

ー
ル

）
・
危

険
箇

所
対

処

・
外

部
か

ら
の

・
救

急
連

絡
(外

部
)

・
救

急
連

絡
(外

部
)

・捜
索

､救
助

保
護

者
へ

の
対

応
　

　
　

　
電

話
対

応

・

《
掌

握
》

《
掌

握
》

《
掌

握
》

外
部

と
の

対
応

・
災

害
情

報
・
災

害
情

報
・
災

害
情

報
・災

害
情

報
把

握
・災

害
情

報
収

集

児
童

生
徒

へ
の

対
応

・
被

災
状

況
・
被

災
状

況
・
被

災
状

況
・災

害
情

報
報

告
・
被

害
状

況
報

告

・
児

童
生

徒
情

報
・
児

童
生

徒
情

報
・
児

童
生

徒
情

報

・
近

隣
学

校
対

応
・
近

隣
学

校
対

応
・
近

隣
学

校
対

応

・
保

護
者

へ
の

対
応

・
保

護
者

へ
の

対
応

・
保

護
者

へ
の

対
応

今
後

へ
の

対
応

・
今

後
の

対
応

・
今

後
の
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応

・
今

後
の

対
応
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議
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議
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議
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連
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地
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徒
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保
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者
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の

対
応
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示

・欠
席
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の
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・
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児

童
生

徒
へ

の
対

応
指

示

・
児

童
生

徒
情

報
報
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・
児

童
生

徒
の

状
態

報
告

・児
童

生
徒

の
状

態
報

告

噴
火

の
際

の
災

害
対

応
フ

ロ
ー

チ
ャ

ー
ト

  
つ

づ
き
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④台風・ 集中豪雨・ 降雪など

【 基本的な対応（ 略図）】

担任・ 保護者

台風・ 風水害・ 降雪など の情報 生徒 などから

緊急事態発生又は予測

▽

情報収集･･･Ｔ Ｖ ・ ネッ ト ・ 他校から 情報を収集

【 対策本部設置】

管理職・ 学部主事・ 生徒指導主任・ 防災担当・ バス係

寄宿舎・ 給食など

連絡

管理職

連絡網 管 理職 生徒指導部

別府警察署 0977－21－2131 バス 係・ 生徒指導主任

学部主事 山の手交番 0977－24－2571 ス ク ールバス へ

↓ 別府消防署 0977－25－1122 運転手・ 添乗員へ

各学部連絡網 JR別府駅 0977－21－2248 運航中は

↓ JR大分駅 080－1700－1863

担任 車掌センタ ー 097－532－3687 ※場合によ ってはＳ Ｂ

↓ 運輸センタ ー 097－513－5863 から 保護者へ連絡を入

保護者 れる こ と も 考慮する 。

※必要に応じ て判断

【 緊急時】

生徒が駅などに取り 残さ れた場合 → 生徒指導部や該当担任が現場へ向かい対応する 。

場合によ って保護者・ 関係機関へ協力依頼を行う 。

事後対応

報告 教育委員会 → 管理職

児童生徒及び保護者 → 担任が連絡。 場合によ り 管理職

※ 当日の学校・ 家庭での情報を共有し 、 児童生徒及び保護者の精神の安定をはかる よ う に

努める 。
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【 注意事項】

【 日常の取り 組み】

・ 連絡網作成 → 職員連絡網は年度当初作成。 保護者へは担任から 連絡を行う 。

ス ク ールバス へは基本的に生徒指導部が連絡する 。

・ 児童生徒への事前指導 → 路線バス などで登校する 際の注意事項。 防災教育。

台風や積雪が予測さ れる 前日などの指導。

・ 情報収集方法、 判断基準 → 他の支援学校、 別府市内の小中高の情報収集。

テレ ビ、 イ ンタ ーネッ ト 等の活用。

【 発生時の対応】

・ ス ク ールバス → ス ク ールバス へは基本的に生徒指導部（ バス 係） が連絡する 。

ま た、 緊急の際や大き く 遅延する 場合はス ク ールバス から 保

護者へ連絡が入る こ と も あり 。

・ 給食室対応 → 食材のキャ ンセル等

・ 寄宿舎への連絡 → 休校の場合の児童生徒への対応。 保護者への連絡は原則担任

が行う 。

【 その他】

・ 年度初めにス ク ールバス 利用児童生徒への指導

→ ス ク ールバス に乗り 遅れた場合の対処法など。
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⑤緊急時の引き 渡し と 安否確認

【 在校時の引き 渡し の判断と 対応について】

・ 学校を含む地域の震度が５ 弱以上の時

保護者が引き 取り に来る ま で学校で待機さ せる こ と を 原則と する 。 こ の場合、 時間がかかっ

ても 保護者が引き 取り に来る ま で児童生徒を学校で保護する 。

・ 学校を含む地域の震度が４ 以下の地震

原則と し て、 通常通り 下校さ せる 。 し かし 、 交通機関に混乱が生じ た場合は学校で待機さ せ

る 。 その際は復旧・ 保護者の引き 取り を待つ。

※状況によ っては、 引き 渡さ ずに保護者と と も に学校に留める こ と も 考慮する 。

【 登校時・ 下校時の対応について】

震度５ 弱以上の地震又はス ク ールバス 運転手・ 添乗員が危険と 判断し た場合。

・ 自家用車 登下校時： 保護者は児童生徒と と も に安全な場所に避難する 。

・ ス ク ールバス ： 運行を直ちに中止し 、 学校へ引き 返す。

登校時 乗車前： 保護者は児童生徒と と も に安全な場所に避難する 。

乗車後： 児童生徒は学校で保護。 保護者は安全な場所に避難し 、 状況が落ち着

いたら 、 学校へ迎えに来る 。

下校時 下車前： 児童生徒は学校で保護。 保護者は安全な場所に避難し 、 状況が落ち着

いたら 、 学校へ迎えに来る 。

下車後： 保護者は児童生徒と と も に安全な場所に避難する 。

・ Ｊ Ｒ 、 路線バス ： 生徒は係員の指示にし たがい、 安全を確保する 。 場合によ っては学校に戻

ら せて、 保護する 。

【 引き 渡し 場所及び方法】

・ 引き 渡し 場所 学校（ 状況によ り 指示する ）

・ 引き 渡し 方法 保護者が持ってき た引き 渡し カード を 確認し ながら 、 担任が保護者に引き 渡

す。

保護者が持参し てき たカード の内容と 学校で保存し ている データ を照合し 、 保護者又は代理人で

ある こ と を 確認する 。 当日カード を持参し てこ なかった場合は、 本人である こ と が確認でき たら

引き 渡す。（ 免許証、 児童生徒に聞く 等）

【 連絡】

携帯電話や固定電話はつながり にく く なる こ と が予想さ れる ため、 災害用伝言ダイ ヤル１ ７ １

やホームページで情報を流すよ う する 。

※災害用伝言ダイ ヤル１ ７ １ は、 地震、 噴火などの災害の発生によ り 、 被災地への通信が増加し 、

つながり にく い状況になった時に提供が開始さ れる 声の伝言板。

【 利用法】

１ ７ １ をダイ アル → 再生の「 ２ 」 を押す → 0977－24－0108（ 別府支援学校） を入力

→ 伝言の再生開始 → 学校のメ ッ セージを聞く
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来校後は②の手続き へ

※保護者以外の方が来校する 場合も 想定さ れる ので緊急時引き 渡し カード の６ 桁の番号の共有をお願い致し ま す。

※緊急時引き 渡し カード がない場合は免許証等で身分照会を行いま す。

別府支援学校を含む地域で震度5 弱以上の地震が発生

②

引

き

渡

し

手

続

き

③

残

留

生

徒

対

応

その時の状況に応じ て学部別に引き 渡し 場所

の検討・ 決定

①

手

続

き

前

の

準

備

本部から の指示を待ちつつ余震に備えて待機。

残留生徒の状況確認

②の手続き へ

残留生徒の保護者に連絡し 、 来校の見通

し について確認・ 本部へ報告

残留生徒の保護

保護者が来校し たら ②の手続き へ

来校の見通し について学校

に連絡

自身の安全を最優先に来校

各学部の被災状況等情報収集 児童・ 生徒の安全確保、 被災状況の報告

自身の安全確保

緊急時引き 渡し の際の手順について

災害対策本部 教職員 保護者

引き 渡し 対応や避難について検討

引き 渡し の対応決定、 各学部に伝達 引き 渡し の対応について確認

緊急時引き 渡し カード の準備・ 番

号の確認
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緊急時引き 渡し カード と 運用方法 

図１ ． カード の小型化（ 例）  

表面                      裏面 

 

 

        大分県立別府支援学校 

緊急時引き 渡し カード  

引渡し 番号： ２ ２ ０ ０ ０ ０  

  ※引き 渡し 場所の受付で番号をお伝えく ださ い。  

 

 

※表面の上部に小学部（ 黄色）、 中学部（ 緑）、 高等部（ 青） の帯がついている 。  

 

図２ ． 引き 渡し 番号の照会例（ 引き 渡し 番号を入力し 、 PC 画面上に表示さ れた画面によ る 照会）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ ． 引き 渡し 番号の紙面によ る 照会例（ 引き 渡し 番号と 生徒情報を合わせた一覧表によ る 照会）  

引き 渡し 番号 児童生徒氏名 引き 取り 人１  住  所 電話番号 携帯電話 

220000 別府 太郎 別府 花子 大分県別府市～ 0977 24‐ ** 090 ****-**** 

                   

 

 

※１ 児童生徒一人一人に６ 桁の個別の引き 渡し 番号を割り 振り 、 震災時の引き 渡し 受付場所で図２ ま た  

は図３ のよ う な紙ある いは PC によ る 形式で番号と 生徒情報（ 引き 取り 人、 住所、 電話番号等） を照

会する 。  

 

※２ カード の使用期間について在校生は年度途中での配布と なる が、 来年度以降は各学部入学時に配布

し 、卒業時ま で使用する 。（ 小学部は６ 年間、中学部と 高等部は３ 年間同じ 番号、カード を使用する 。）  

・ 学校を含む地域が震度５ 弱以上のと き  

原則保護者が引き 取り に来る ま で児童 

生徒は学校で待機と なり ま す。  

  ・ 引き 渡し の場所は学校一斉メ ールでお伝

えし ま す。  

  ・ 保護者ご自身の安全を最優先に来校を  

   お願い致し ま す。  

～ 

220000

0 
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学年 名前 引き渡し確認 学年 名前 引き渡し確認
引渡：　　　時　　　分 引渡：　　　時　　　分

氏名
続柄

氏名
続柄

引渡：　　　時　　　分 引渡：　　　時　　　分

氏名
続柄

氏名
続柄

引渡：　　　時　　　分 引渡：　　　時　　　分

氏名
続柄

氏名
続柄

引渡：　　　時　　　分 引渡：　　　時　　　分

氏名
続柄

氏名
続柄

引渡：　　　時　　　分 引渡：　　　時　　　分

氏名
続柄

氏名
続柄

引渡：　　　時　　　分 引渡：　　　時　　　分

氏名
続柄

氏名
続柄

引渡：　　　時　　　分 引渡：　　　時　　　分

氏名
続柄

氏名
続柄

引渡：　　　時　　　分 引渡：　　　時　　　分

氏名
続柄

氏名
続柄

引渡：　　　時　　　分 引渡：　　　時　　　分

氏名
続柄

氏名
続柄

引渡：　　　時　　　分 引渡：　　　時　　　分

氏名
続柄

氏名
続柄

引渡：　　　時　　　分 引渡：　　　時　　　分

氏名
続柄

氏名
続柄

引渡：　　　時　　　分 引渡：　　　時　　　分

氏名
続柄

氏名
続柄

引渡：　　　時　　　分

氏名
続柄 開始時間
引渡：　　　時　　　分 終了時間
氏名
続柄 担当者

引き渡し：令和２年　　月　　日

２の２

３の２

３の３

４の１

５の１

６の１

５の２

６の２

４の２

引き渡し確認名簿（〇〇学部）

引き渡し場所　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

1の１

２の１

２の３

３の１
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学年 登 名前 下 確認 学年 登 名前 下 確認

自 ◯◯　 ◯◯ デイ

１ ５ ： ３ ０

ザ 自

路
線
バ
ス

：

自 自

： 路
線
バ
ス

路
線
バ
ス

：

自
徒
自

： 路
線
バ
ス

路
線
バ
ス

：

自 自

： Ｓ
バ
ス

デイ

：

寄 寄

：
自
徒

自
徒

：

自 自

： 路
線
バ
ス

路
線
バ
ス

：

寄 寄

： 路
線
バ
ス

路
線
バ
ス

：

自 自

： 路
線
バ
ス

路
線
バ
ス

：

３ の４
Ｓ
バ
ス

Ｓ
バ
ス

：

徒 徒

：

自 自

：

徒 徒

：

路
線
バ
ス

路
線
バ
ス

：

【 記入例】

確認
　１０：３０

ザ 全確認完了 ：

３ の６

安否確認・避難完了確認名簿（◯◯学部生徒） 

確認完了　　　　　　　　　　　　要確認継続（空欄）

・赤字は海抜１０ｍライン内に居住
（要最優先安否確認・避難勧告）

・緑字はスクールバス利用
・自．．．自家用車
・Ｓバス．．スクールバス
・寄．．．寄宿舎
・デイ．．放課後デイサービス

２１名

３ の１

３ の２

３ の３

３ の５

３ の５

※一斉メール配信未登録、要直接電話連絡世帯は裏面参照

登校 ト

在宅 ザ

バス バ など
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No 名前 確認 No 名前 確認

1 ◯◯　 ◯◯ キ 13

2 ××　 ×× ネ 14

3 15

4 16

5 17

6 18

7 19

8 20

9 21

10 22

11 23

12 24

全確認完了 時　　　分

安否確認・避難完了確認名簿（◯◯学部職員）

確認完了　　　　　　　　　要確認継続（空欄）
勤務 キ

出張 シ

年休 ネ
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⑥災害時の緊急連絡について 

※「 災害用伝言ダイ ヤル１ ７ １ 」 は、 地震、 噴火などの災害の発生によ り 、 被災地への通信が 

増加し 、 つながり にく い状況になった時に提供が開始さ れる 声の伝言板です。  

        忘れて１ ７ １ （ いない） で覚えてく ださ い。  

【 利用法】  

  １ ７ １ をダイ ヤル→再生の「 ２ 」 を押す→0977－24－0108（ 別府支援学校） を入力  

     →伝言の再生開始 → 学校のメ ッ セージを聞く        

  ※通常と 同様の電話料金がかかり ま す。  詳し く は下をご覧く ださ い。  

 

  ま た、 本校のホームページから も 連絡の可能性があり ま す。 アド レス の登録をお願いし ま す。  

 【 アド レス 】  shien.oita-ed.jp/beppu/ 【 携帯サイ ト アド レス 】 http://shien.oita-ed.jp/beppu/mobile/ 
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【 一斉メ ール配信シス テム】  

 

１  平成２ ８ 年度から 導入。 平成３ ０ 年度から は「 ３ ９ メ ール」  

   災害対策と し て、 児童生徒、 職員全員が登録する 。  

 

２  配信事由 

    ・ 災害発生時（ 地震、 津波、 台風、 大雨、 火災等） で、 連絡が必要なと き 。  

    ・ ス ク ールバス の運行上、 一斉連絡が必要なと き 。  

   ・ 防災避難訓練等の際に、 メ ール連絡によ る 確認が必要なと き 。（ 日常的意識づけ）  

    ・ その他、 配信が必要な緊急性のある 事態が生じ たと き 。   

※メ ール送信については、 学校側から のみ送信可能。 災害時にはメ ールにて安否確認をする 。 

 

３  年間に数回、 本シス テムを活用し 、 訓練メ ールの配信を行う 。  

 

４  費用 

   県費から 支出する 。  

 

【 学校への参集基準について】  

 

◯参集基準（「 大分県災害対策本部 児童・ 生徒対策部初動対応マニュ アル」 よ り ）  

所在する 市町村に次の災害等が発生し た場合、管理職員と 情報収集等に必要な職員（ 以下「 管

理職員等」 と いう 。） は次によ り 参集又は待機する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※「 情報収集等に必要な職員」 と は、 発災直後の児童生徒、 職員の安否確認や施設等の被害状況

の確認を行う ため、 あら かじ め校長が指定する 者をいう 。 令和４ 年度参集対象職員は災害時

における 事業継続計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ） に記載さ れている 。  

地震 津波 参集内容 

震度４  注意報  

震度５ 弱 警報 

管理職員等は連絡の取れる 態勢へ 

震度５ 強 

大津波警報 

震度６ 弱 
管理職員等は直ちに参集 

（ 休日、 夜間を問わない）  
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（ ２ ） 火災

①基本的な対応（ 略図）

火災発生 非常ベル作動

確認及び校内放送

【 通報連絡班】 ※全校放送は２ 度繰り 返す

①全校放送： 事務室（ 内線１ ７ 番）「 ただ今、 非常ベルが作動し ま し た。 確認中です。 そのま ま

静かに次の連絡ま で待機し なさ い。」

②確認作業： 事務長( 管理職) と 事務職員の計２ 名で非常ベル作動場所を確認、 周辺の鍵を持って

行く 。

天井に火が回っていない（ ぼや） →事務職員報告→校内放送で避難さ せ、 消火班が対応

天井に火が回っている （ 通報） →報告→校内放送で避難さ せ、 消防署に連絡（ 消火班も 対応）

→ 避難指示は③のいずれかの指示を出す。

※こ の間、 児童生徒は教室待機

③誤作動 ③ ぼや（ 避難） ③消防署通報（ 避難）

全校放送 内線１ ７ 全校放送 内線１ ７ 全校放送 内線１ ７

「 先ほど の 非常ベル 「 ××よ り 火災が発生し ま し 「 ××よ り 火災が発生し ま し た。 先生の

は誤作動で す。 そ の た 。 先生の指示に従っ て ○○ 指示に従って○○に避難し なさ い。」

ま ま 勉強を 続け て く に避難し なさ い。」 消防署（ １ １ ９ ） へ通報

ださ い。」 「 別府支援学校の△△よ り 出火し ま し た。

住所は荘園北町、 光の園団地の西側で

す。

そのま ま 授業継続 電話番号は２ ４ －０ １ ０ ８ です。」

【 ５ 分以内には到着する ら し い】

避難誘導活動

【 本 部 】 全体の指示、 人員確認

【 避難誘導班 】 避難経路を確認し ながら 児童生徒を安全に誘導。

人員を掌握し 、 学部主事に報告。 学部主事は本部に報告

【 検索防護班 】 各学部棟の残留者の有無確認。 本部へ連絡

【 救護班 】 負傷者の看護

【 消火班 】 消火器担当は各自消火器を確保し 、 出火場所に向かう

【 搬出班 】 事務室などの重要書類を搬出する

【 警備班 】 不法侵入者と 搬出物の管理

※負傷者が出た場合の連絡

保護者→担任 病院→連絡は養護教諭

事後対応

報告 教育委員会 → 管理職

マス コ ミ 対応 → 管理職

児童生徒の下校の指示 … 本部が決定し 、 担任が保護者へ連絡

※地震で校舎が崩壊の危険性がある 場合、 及び地震後の火災での避難も こ れに準じ る が、 避難経路の

安全確保を行いながら 避難する 必要あり 。
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②注意事項

【 日常の取り 組み】

・ 避難経路、 消火栓及び消火器確認、 火元責任者、 防災診断 → 年度当初の防災計画で作成

・ 防災診断書、 火元責任者の日々の確認 → 押印

・ 消防署のチェ ッ ク

・ 機器及び装置の確認 → 消火器、 消火栓、 非常ベル、 防火扉など

・ プールの消火栓 → 動作確認のため３ 年に１ 度はプールよ り 放水し 、 確認する 。

・ 避難経路の確認及び防災教育 → 火災訓練の前後などに各ク ラ ス で行う 。

【 発生時の対応】

・ 出火場所の確認及び解錠 → 事務長、 事務職員

・ 校内放送及び消防署への連絡 → 事務室

・ 消防署員を消火場所へ誘導 → 事務室

・ 避難役割分担に従って、 行動 → 各係

※児童生徒は避難誘導係の指示の下、 安全第一で避難する 。

【 その他】

・ 年３ 回の避難訓練

※発生時の具体的な動き 、 役割分担は防災計画書及び避難訓練時の役割分担を参照
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（ ３ ） 緊急捜索 

 ①日常の取り 組み 

  ・ 捜索計画の見直し     →  前年度の捜索訓練を 反省し 、 ３ 月末ま でに作成 

  ・ 捜索範囲の区割り 作成   → 春休み中に作成 

 ・ 役割分担               → 春休み中に作成 

 ・ 関係機関への協力依頼   → 年度当初に 

  ・ 児童生徒の安全確保     → 注意を 要する 児童生徒の共通理解及び取り 決め事項 

                             （ 支援ケ ース 会議や職員会議等で情報を 共有する ）  

  ・ 施設の点検及び整備     →  ベラ ン ダの荷物や窓のサン など の整備 

 ・ 捜索訓練の実施     → 年度初めに実施 

  

 ②発生時の対応 

 ・ 初期捜索（ 授業場所周辺： ５ 分） →１ 次捜索（ 校内： １ ０ 分） →２ 次捜索（ 校外： １ 時間交代 

  ×２ ） →拡大捜索（ 小学部・ 中学部にも 依頼： １ 時間交代×２ ） →捜索一時打ち切り （ 探索開 

  始よ り ４ 時間）  

  ・ 残留児童生徒など の対応   → 各学部単位 

  ・ 保護者への連絡 → 携帯Ｇ Ｐ Ｓ 検索、 立ち寄り やすい場所の確認等  →  担任又は学年団 

 （ 発見でき ない場合）  

  ・ 関係機関への連絡 → 捜索段階が校外への 2 次捜索へ移っ た段階でに関係機関に連絡 

   （ 本部判断）           県教委特別支援教育課 学校安全安心支援課  

別府警察署    山の手交番 

                          大分駅、 別府駅、 バス 、 タ ク シー協会等 →  生徒指導部 

  

③役割分担 

  ・ 本部      管理職及び各学部主事、 生徒指導主任、 該当生徒学年主任、  

               情 報 収 集 ・ 資 料 作 成 ・ 捜 索 場 所 の 確 認 及 び 指 示 を 行 う 。  

  ・ 本部連絡係 学校捜索 LI NE( 教頭、 各学部主事、 生徒指導主任) と 対象生徒が高等部の場合 

        高等部捜索 LI NE（ 高等部主事、 各学年主任、 生徒指導主任） で情報を 共有する 。 

  ・ 校外捜索班 計 14 班 児童生徒を 待機場所に連れて行っ た後に職員室に集合。 代表者が資料を  

本部から 受け 取り 、 指示を 受け る 。 メ ン バーがそ ろ い次第捜索場所を 捜索。 ド ラ  

イ バー、 ナビ 、 歩き でそ れぞれの場所を 捜索。 本部連絡係と の連絡はナビ 係が行 

う 。 定時連絡は 15 分に１ 回程度行う 。  

               ※発見し た場合は本部に連絡し 、 担任が迎えに行く こ と を 原則と する 。  

  ・ 校内捜索班 計４ 班 児童生徒を 待機場所に連れて行っ た後に職員室に集合。 小・ 中・  

        高各２ 名、 寄宿舎２ 名（ 当日チーフ の指名） は指示を 受け た 後に校内の 

        捜索場所を 捜索。 捜索結果を 職員室に報告する 。 その後、 待機班の協力 

        を する 。  

 ・ 待機班   小中高各２ 名・ 処置室で待機場所で児童生徒の見守り 。 校内捜索班は終 

        了後に協力。 下校時間の際には寄宿舎等から の協力があ る 。  

 

管理職 
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緊急捜索マニュアル　

【捜索事故発生】

全校放送「●●さん、○○教室に戻りましょう」 内線１７１

【該当学年教師 】

【該当学年主任】 LINEで他学年へ応援依頼、教頭と生徒指導主任へ報告

①保健室
②図書館周辺（トイレ・会議室等） 【校長】【教頭】【学部主事】
③男女トイレ 【当該学年主任】【他学年主任】
④靴箱(外履きがあるかないか確認） 【生徒指導主任】
⑤グラウ ンド周辺 ①学校捜索LINEで情報共有
⑥体育館周辺（裏門付近含む） 【教頭（学校携帯）、各学部主事、
⑦多目的ホール、裏側階段からボイラー室 　生指主任】
⑧寄宿舎棟３階（第２LR) ②高等部捜索LINEで情報共有
⑨中学部棟（木工室周辺、階段下等） 【高等部主事、各学年主任、
⑩防犯カメラ確認（当該学年主任） 　生指主任】

【教頭】県教委へ連絡
１時間を目安に警察へ連絡。　

【学年主任】保護者・施設へ連絡
①【徒歩・自転車捜索】学校周辺　 （　　）名 【学部主事】授業対応・残留生徒措置
②【車捜索】（２人ペア）×（　　） 【生指主任】捜索エリアの決定

＊捜索班と捜索範囲を生徒指導主任が決定
③【車捜索】別府駅、亀川駅への確認（写真を持参）

※身分証明書、携帯持参
１５分ごとに学部主事へ報告

捜索範囲を拡大
【小・中主事】捜索人数ペア決定

①【小・中車捜索】２人ペア×（　　）　　 捜索者と連絡
＊捜索班と捜索範囲を生徒指導主任が決定
②【高　車捜索】２人ペア×（　　） 【生指主任】捜索エリアの決定

※身分証明書、携帯持参 【校長】【教頭】【学部主事】
１５分ごとに学部主事へ報告

今後の対応を協議

学校捜索LINEにて捜索一時打ち切り指示

（捜索開始より４時間） 高等部捜索LINEにて捜索一時打ち切り指示

【主指導者】

校内捜索

10:00
初期捜索

（授業場所周辺）（５分）

【空きコマ教師】 校内捜索

本部設置（教頭席）

捜索一時打ち切り
14:15

(校外）

拡大捜索

（小中依頼）
12:15

10:15
２次捜索

10:05
１次捜索

（校内）

１時間

交代

×

２

１時間

交代

×

２

５分

１０分
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（ ４ ） 不審者対策 

①基本的対応フロ ーチャ ート  

 

校内での不審者の発見 

 

氏名なら びに用件を聞く （ 距離をおいて、 でき る なら 複数で対応）  

 

危害を及ぼす可能性が低い               危害を及ぼす可能性が高い 

          （ 複数対応）  

事務室ま で案内→受付                  ・ 応援要請 

・ 児童生徒に危害が及ばないよ う 行動を阻止 

               ※ 非常ベルの作動 

【 事務室】  

 場所の確認（ 複数対応： 事務長と 事務職員）                        命や身体に危険性 

放送（ １ ７ 番）：「 ただ今、 〇〇で非常ベルが作動し ま し た。 確認中です。     がある 場合 

そのま ま 静かに次の連絡ま で待機し て下さ い」（ 繰り 返し ）  

 

        「 児童生徒の皆さ んは教室に入り 、 鍵を閉め、 待機し なさ い。  

本部関係の先生は、 至急お集まり 下さ い」  

 

【 対策本部設置】  

※本部設置に関係なく 、 状況に応じ 臨機応変に対応する 。  

 

連絡 警備防犯 児童生徒保護 誘導 救護 担任 

事務室 

・ 警察署 

・ 消防署 

・ 教育機関 

・ マス コ ミ 対応 

急行可能な教員 

《 刺股》  

・ 職員室（ １ ）  

・ 小学部（ １ ）  

・ 寄宿舎（ ２ ）  

※現場の記録 

授業者 

・ 教室施錠 

・ 避難待機 

・ 安否確認 

事務室 

・ 警察･救急隊誘

導 

Ａ Ｅ Ｄ 準備 

緊急対応準備 

・ 負傷者対応 

・ 医ケア対応 

担当児童生徒の

保護 

・ 保護者連絡 

・ 教室施錠 

・ 安否確認 

 

②事後対応 

・ 児童生徒への対応： 全校集会を開き 、 精神的なケアをはかる 。  

必要によ り 、 ス ク ールカウ ンセラ ーと 連携。  

・ 保護者への対応 ： 事件の経過と 今後の対策を報告する 。  

            必要によ り 、 Ｐ Ｔ Ａ と 連携し 、 保護者説明会の開催。  

・ 教育委員会対応 ：「 学校事故の速報」 を定めら れた様式で総譜連絡。  

            必要によ り 、 ス ク ールカウ ンセラ ーの派遣要請をおこ なう 。  

・ マス コ ミ への対応： 教育委員会と 連絡・ 相談をし ながら 対応する 。  
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③日常の取り 組み 

  ・ 掲示物の設置･･･看板等によ る 案内。 出入り 口付近に明示。「 ご用の方は、 事務室で受付をお願い 

し ま す」  

  ・ 外来者の掌握･･･外来者用の名札の着用。  

  ・ 教室《 一部特別教室含む》 は、 非常ベル設置。 寄宿舎は、 各部屋に防犯ベル配備。  

  ・ 来客予定者等の事前告知･･･朝礼時での連絡によ る 全職員の周知。  

  ・ 校内での声かけ（ 挨拶） ･･･挨拶の励行。  

  ・ 見届け･･･用件が無い場合は学校敷地内から 出る よ う に指示し 、 敷地外へ出る と こ ろま で見届け 

る 。  

  ・ 不審者情報の提供･･･公的機関から の情報の共有によ る 登下校での見守り 。  

  ・ 不審者対応訓練およ び研修･･･年度内に 1 度実施。  

 

④発生時の対応（ 注意事項）  

【 発見から 全校放送ま で】  

  ・ 発見者は、出来る 限り 複数で対応する こ と 。対応の際は、危害の及ばない一定の距離を保つこ と 。  

  ・ 各教室の警報装置（ 非常ベル、 寄宿舎は防犯ベル） は、 黒板下に設置。  

負傷者が出た場合は、 校内放送 17 番で緊急放送し 、 保健部作成の緊急対応へ。  

  ・ 警報装置が鳴った場合は、 事務長含め２ 名が現場の確認へ。  

  ・ 警報が鳴った場合は、 各教室は施錠し 児童生徒を保護。 状況によ り 避難。  

【 全校放送から あと 】  

  ・ 児童生徒の安全を第一に考え、 引き 続き 教室待機ま たは避難場所に速やかに避難さ せる 。  

  ・ 現場に急行でき る 教職員は、 刺股などを利用し 、 不審者を子ども に近づけないよ う にし て被害を  

防止し ながら 、 警察の到着を待つ。  

  ・ 緊急の際は、 現場に急行し た者の中で責任者と なる 全体指示者を決め、 臨機応変に担当者を決定 

する 。  

現場近く の電話から 全体指示者から 指名さ れた者（ 連絡係） がおこ なう 。  

    連絡係は、 事務室への事後連絡も おこ なう 。  

  ・ 負傷者が出た場合は、 保健部の緊急時対応マニュ アルに沿って対処する 。  

  ・ 警察や救急車の校内への誘導は、 事務室職員で対応。  

  ・ 不審者が校内から 逃走し た場合は、 安全が確保さ れる ま で、 児童生徒は校内で保護する 。  

    必要によ り 、 校内引き 渡し を実施する 。  

  ・ 対策本部は、 対応にあたる 教職員によ り 臨機応変に運営し 、 報告･連絡･相談をし ながら 適切に対 

処する 。  
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養護教諭 （ 内線６ １ ） 

看護師： 医療的ケア対象 

応 急 処 置 
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希
望

す
る

医
療

機
関

　
 ②

学
校

が
定

め
る

救
急

指
定

医
療

機
関

　
 ③

保
護

者
と

協
議

し
決

定
し

た
医

療
機

関

○
救

急
車

要
請

（
１

１
９

）
　

・
要

請
判

断
　

　
→

携
帯

電
話

で
連

絡

　
・
連

絡
係

カ
ー

ド
に

従
い

、
　

学
校

の
場

所
、

傷
病

者
　

の
状

況
を

伝
え

る

〇
タ

ク
シ

ー
等

の
手

配
・
タ

ク
シ

ー
会

社
へ

連
絡

大
分

県
立

別
府

支
援

学
校

令
和

3
.
8
.
5

記
録

係
・
時

計
係

〇
傷

病
者

状
況

記
録

◎
救

急
車

に
同

乗
す

る
職

員
に

　
現

場
で

記
録

を
渡

す

〇
寄

宿
舎

前
玄

関
か

ら
現

場
ま

で
　

　
誘

導

・
正

門
の

門
を

開
け

る

・
現

場
の

階
ｴ

ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
ｰ

か
ら

救
急

車
　

ま
で

の
誘

導

・
寄

宿
舎

棟
玄

関
の

自
動

ド
ア

を
開

　
け

ド
ア

ス
イ

ッ
チ

を
O

F
F
に

す
る

記
録

係

◎
必

ず
記

録
す

べ
き

内
容

・
発

生
時

刻
・
救

急
車

要
請

時
刻

・
心

肺
蘇

生
開

始
時

刻
・
救

急
車

到
着

時
刻

・
発

作
の

時
刻

の
継

続
時

間

◎
発

見
者

か
ら

聞
き

取
り

記
録

◎
項

目
を

尋
ね

て
記

録

時
計

係

緊
急

対
応

解
除

の
指

示

救
急

車
同

乗
者

判
断

・
指

示

時
系

列
記

録
の

指
示

・
確

認

救
急

隊
受

け
入

れ
の

体
制

整
備

記
録

表
の

写
真

撮
影

保
護

者
連

絡
の

指
示

・
確

認

救
急

車
追

走
車

の
指

示

〇
救

急
車

同
乗

：
対

応
職

員
ま

た
は

担
任

と
養

護
教

諭
　

　
　

〇
救

急
隊

情
報

提
供

：
記

録
係

, 
養

護
教

諭
　

　
　

〇
事

故
報

告
書

作
成

：管
理

職
・対

応
職

員
　

　

救
急

隊
誘

導
係

【
事

務
室

職
員

：
１

名
】

・
舎

１
階

ｴ
ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
ｰ
か

ら
現

場
ま

で
誘

導

誘
導

　
　

【
１

名
】

【
学

部
/職

員
室

に
い

る
職

員
】

○
応

急
処

置

【
　

寄
宿

舎
　

　
:1

名
】

・
舎

2
階

ｴ
ﾚ
ﾍ

ﾞｰ
ﾀ
ｰ

前
で

利
用

者
の

　
制

限

〇
記

録
時

に
時

間
を

読
み

上
げ

、
記

録
係

の
サ

ポ
ー

ト
を

行
う

　
病

院
リ

ス
ト

養
護

教
諭

○
緊

急
時

必
要

物
品

持
参

医
療

機
関

保
護

者
・病

院
連

絡
係

(学
部

主
事

・
副

学
部

主
事

・
学

年
主

任
等

)

○
必

要
に

応
じ

て
心

肺
蘇

　
生

を
行

う

○
必

要
に

応
じ

て
A

E
D

を
　

装
着

し
、

使
用

す
る

。

設
置

場
所

：
3
ヶ

所

緊
急

時
連

絡
体

制

○
A

E
D

を
現

場
へ

持
っ

て
　

来
る

　
教

頭
席

横
　

事
務

室
棚

Ａ
Ｅ

Ｄ
係

病
院

リ
ス

ト

児
童

生
徒

係
○

現
場

の
他

の
　

児
童

生
徒

の
　

安
全

確
保

養
護

教
諭

（
看

護
師

：
医

ケ
ア

児
）

 個
別

マ
ニ

ュ
ア

ル
・
携

帯
電

話

〇
容

態
レ

ベ
ル

の
把

握
◎

ラ
ン

チ
ル

ー
ム

か
ら

　
渡

り
廊

下
手

前
の

戸
棚

◎
小

学
部

棟
３

Ｆ
女

子
　

　
　

　
　

ト
イ

レ
横

◎
事

務
室

前
正

面
玄

関
（
外

側
の

壁
）

救
急

車
要

請
の

判
断

・
確

認

各
係

の
遂

行
の

指
示

・
確

認
〇

応
急

処
置

管
理

職

○
全

体
指

示
・
掌

握

医
療

機
関

搬
送

の
判

断
・
確

認

○
個

別
ﾏ

ﾆ
ｭ
ｱ

ﾙ
持

参

〇
現

場
の

状
況

把
握

看
護

師
〇

吸
引

機
・
ア

ン
ビ

ュ
ー

バ
ッ

ク
持

参

事
故

発
生

第
１

発
見

者
（

対
応

職
員

）

◯
誰

か
来

て
！

と
協

力
者

を
呼

ぶ

◯
事

故
者

か
ら

離
れ

な
い

◯
で

き
る

範
囲

で
応

急
処

置
（
意

識
,呼

吸
,外

傷
や

出
血

の
有

無
な

ど
）

協
力

者
(複

数
)

・
状

態
を

把
握

し
、

す
ぐ

に
救

急
車

の
要

請
が

必
要

な
場

合
は

、
1
1
9
番

通
報

を
行

う
。

・
校

内
放

送
を

す
る

。

・
係

カ
ー

ド
を

配
り

、
役

割
分

担
を

す
る

。

・
管

理
職

が
到

着
し

た
ら

、
状

況
説

明
を

行
い

、
全

体
指

示
を

依
頼

す
る

。

緊
急

時
の

校
内

一
斉

放
送

「
緊

急
連

絡
で

す
。

・
対

象
は

◇
学

部
◇

年
さ

ん

・
場

所
は

◇
◇

棟
◇

階
◇

◇
教

室

・
関

係
者

は
、

至
急

お
集

ま
り

く
だ

さ
い

・
職

員
室

に
い

る
職

員
は

、
現

場
に

来
て

く
だ

さ
い

」
※

３
回

繰
り

返
す

※
す

で
に

救
急

車
を

呼
ん

で
い

る
場

合
の

み
、

「
今

、
救

急
車

を
要

請
し

て
い

ま
す

。
」
と

追
加

【
関

係
者

：
校

長
,
教

頭
（

事
務

長
）

,
学

部
主

事
,
養

護
教

諭
（

看
護

師
）

,
担

任
】

校
内

放
送

番
号

1
7
1
番

救
急

車
要

請
の

基
準

①
呼

吸
停

止
②

心
拍

停
止

③
シ

ョ
ッ

ク
状

態
(蒼

白
、

脱
力

感
、

冷
汗

、
あ

く
び

等
）

④
け

い
れ

ん
重

積
⑤

激
痛

の
持

続
⑥

多
量

の
出

血
⑦

骨
の

変
形

⑧
大

き
な

開
放

創

⑨
広

範
囲

な
火

傷
⑩

重
篤

化
の

お
そ

れ
が

あ
る

場
合

⑪
主

治
医

に
指

示
を

受
け

て
い

る
も

の

⑫
保

護
者

と
の

保
健

面
接

で
依

頼
を

受
け

た
も

の

救
急

車
を

呼
ば

な
い

場
合

の
医

療
機

関
搬

送
判

断
の

基
準

個
別

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

確
認

し
、

以
下

の
順

に
、

搬
送

先
を

決
定

し
て

い
く
。

①
保

護
者

が
希

望
し

て
い

る
医

療
機

関
へ

搬
送

(事
前

に
届

け
出

さ
れ

た
場

合
)

②
学

校
が

定
め

る
救

急
指

定
医

療
機

関
へ

搬
送

(事
前

に
保

護
者

の
了

承
を

得
て

い
る

場
合

)

③
保

護
者

と
そ

の
都

度
協

議
し

、
決

定
し

た
医

療
機

関
へ

搬
送

。
(緊

急
性

が
な

い
場

合
)

医 療 機 関 と の 連 携
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緊急を要する 状態及び対応 健康上の配慮事項

診断名 搬送先情報

アレルギー情報 その他（ 医療的ケアの状況等）

緊急対応マニュアル

年 大分県立別府支援学校
ふり がな

血液型 生年月日

歳
氏名

住所 身長

㎝

緊急
連絡先
（ 優先
順）

１

２

３

体重

㎏

処方薬

電話番号

主治医

 

１

病院

電話番号

主治医

２

病院  
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※ 鶴見病院の整形外科外来が中止   

 

令和５ 年度 学校医およ び緊急時の搬送先病院について 

 

    ※校内の安全体制を万全に期する ため、 迅速な初期対応が不可欠と 考える 。 本校では、  

     緊急事故が発生し た場合、 希望の搬送先病院がある 児童生徒以外は、 原則、 以下の学

校医及び救急医療機関と 連携し 、 緊急搬送する 。  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学

校

医 

（ 内科）   西別府病院小児科  稙田 里枝子 

（ 整形外科） 諌山整形外科    諫山 哲郎 

（ 眼科）   右田眼科      右田 雅義 

（ 耳鼻科）  かめがわ耳鼻科   川本 洋 

（ 歯科）   荘園豊田歯科    豊田 純一朗 

（ 精神科）  向井病院      向井 正樹 

（ 救急病院） 別府医療センタ ー  

（ 救急病院） 鶴見病院 ( ※整形外科以外)  

( 救急病院)   新別府病院 ( 整形外科)   

（ 歯科救急） 別府口腔保健センタ ー 黒川英雄 
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フ ッ 化物洗口実施マニュ アル 

                         

                            令和５ 年 ４ 月 

                              大分県立別府支援学校 

 

１   

   本校における 児童生徒の歯及び口腔内の衛生状態をふま え、 歯みがき や食習慣の改善と と も に

フ ッ 化物洗口を行う こ と で、 児童生徒本人と 保護者のむし 歯予防のニーズに応える 。  

 

２  対象 

   小学部、 中学部、 高等部の児童生徒のう ち、 本人、 保護者と も にフ ッ 化物洗口を 希望する 者。  

   ただし 、 安心安全に事故等なく 実施する ために、 以下の条件をすべて満たすこ と と する 。  

     ① ３ ０ 秒間のぶく ぶく う がいが可能な者 

     ② 希望する 保護者が研修会に参加し 、 フ ッ 化物洗口についての説明を受け、 内容につい

て熟知し ている こ と  

③ 食後の歯みがき を行っている こ と    

     ④ 学校医によ る 歯科検診の結果を受けて、 フ ッ 化物洗口の実施が必要な者 

 

３  実施日    毎週 水曜日 

 

４  時間     ５ 時間目が始ま る 前 

 

５  場所     各学部の教室等 

 

６  方法     ４ ５ ０ ｐ ｐ ｍ濃度のオラ ブリ ス 洗口液、 小学部６ ｍｌ 、 中・ 高等部１ ０  を、  

ぶく ぶく う がいで行う 。 （ 週５ 回法の濃度）  

 

７  実施責任者  大分県教育委員会およ び学校管理者 

 

 

８  実施手順 

 （ １ ） 前日（ 火曜日） に保健部の係が保健室に保管し ている 空の容器及び実施記録簿を、 １ ７ 時ま

でに事務室に持って行く 。  

（ ２ ） 当日（ 水曜日） の午前中、 学校歯科医が調整し た洗口液を、 事務室職員が学校歯科医のと こ

ろに取り に行き 、 事務室のテーブルに置いておく 。 （ 夏期は事務室の冷蔵庫で保管）  

 （ ３ ） 給食終了後、 実施グループごと に、 担当者が洗口液及び実施記録簿を事務室に取り に行く 。  

 （ ４ ） 担任の見守り のも と で、 ３ ０ 秒間の洗口を行う 。  

    担任は、 洗口液に浮遊物等の異常がないか、 必ず確認する 。  

 （ ５ ） 終了後、 ティ ッ シュ で口の周り をふき 、 コ ッ プを洗う よ う 声かけをする 。 ３ ０ 分間飲食し な

いこ と を伝える 。  

（ ６ ） 教師は手洗い場の片付けをする 。  

（ ７ ） 実施グループごと の担当者は、 実施記録簿に実施者名、 未実施者名、 特記事項など を記録し  

    洗口液の容器と 一緒に保健室に持っ て行く 。  

 （ ８ ） 養護教諭は、 洗口液の容器を水道水で丁寧に洗い、 乾燥さ せる 。    
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９  実施上の留意点 

 ＜安心安全で効果的な実施＞ 

①フ ッ 化物洗口実施について 

【 継続実施者】  

・ 昨年度実施の児童生徒については、 継続希望の有無を、 歯科検診終了後をめやすに調査する 。  

・ 継続希望者は、 歯科検診終了後よ り 洗口を開始する 。 小学部の継続希望者は、 実施前に学校歯

科医によ る ３ ０ 秒間のぶく ぶく う がいの確認を行う 。  

【 新規実施者】  

・ 歯科検診後に新規希望調査を行う 。  

・ 新規希望者の保護者は、 県教委によ る 保護者研修会で研修を 受け、 理解の上実施する 。  

・ 新規希望者の児童生徒は、 学校歯科医によ る ３ ０ 秒間のぶく ぶく う がいの確認終了後、 洗口を

開始する 。  

②本校に新し く 赴任し てき た教職員は、 教頭よ り 校内研修を必ず受け、 事故のないよ う にフッ 化物

洗口に対する 理解を深める 。  

③フ ッ 化物洗口をする こ と で安心せず、 こ れをき っかけと し てむし 歯予防にむけ、 歯みがき 指導や

食育も 併用し て行う 。  

 ④担任が不在の場合や学校行事等で下校時間が変更の場合、 本人の体調不良時には実施し ない。   

 ⑤フ ッ 化物管理の安全上、 フ ッ 化物洗口実施希望者が３ か月以上未実施の場合、 一旦フッ 化物洗口

を休止し 、 保護者、 本人と 相談の上再開する 。  

 

＜器具・ 洗口液の取り 扱い＞ 

 ①洗口液の管理は必ず教職員が行い、 教職員間で受け渡し を確実にする 。  

 ②洗口液の入った容器を教室や保健室に放置し ない。  

 ③残った洗口液は、 新聞等にし みこ ま せ、 燃える ゴミ と 一緒に出す。  

  

 ＜誤飲時の対応＞ 

①洗口液を誤って飲用し た場合は、 下記連絡体制に沿っ て動く 。 学校歯科医に連絡し 、 指示を も ら

う 。 実施記録簿には誤飲時の様子や、 学校歯科医から の指示内容も 詳細に記録する 。  

②担任は保護者に連絡する と と も にアク シデント 報告を する 。  

③児童生徒に嘔吐、 腹痛、 下痢など の症状がある 場合は、 ただちに医師の診察を受けさ せる 。  

    

誤飲など の事故発生時の連絡体制 

〈 校内緊急連絡体制に基づく 〉  

          

カルシウム(牛乳)を摂取 

事故発生 

第一発見者 

・  

協力者 

養護教諭（ 内線６ １ ）  

看護師： 医ケア対象 

担任 

・  

高等部学年主任 

・  

学部主事 

寄宿舎 

保護者 

教頭（ 内線３ ２ ）  

事務長（ 内線２ １ ）

校長（ 内線２ ０ ）  

大分県教育委員会 

学校歯科医 

 留意点  

①  迅速に連絡 

②  報告 
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罹患者（ 疑い含む） 発生 
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。

 

◯ 1回分ずつ 記名 
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       避難所における  個人健康観察表          別府支援学校 

学部 小・ 中・ 高   年 氏名  （           ）  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

日
付 

月  日(  ) 月  日(  ) 月  日(  ) 

体
温 

朝     ℃ 
 

昼     ℃ 
 

夜     ℃ 

朝     ℃ 
 

昼     ℃ 
 

夜     ℃ 

朝     ℃ 
 

昼     ℃ 
 

夜     ℃ 

食

事

摂

取

状

況 

朝       服薬 

 

 

昼       服薬 

 

 

夜       服薬 

朝      服薬 

 

 

昼      服薬 

 

 

夜      服薬 

朝      服薬 

 

 

昼      服薬 

 

 

夜      服薬 

水

分

摂

取

量 

午前              

ｍｌ  

午後              

                 ｍｌ   

計(      )ｍｌ  

午前             

                ｍｌ             

午後        

                ｍｌ              

計(      )ｍｌ  

午前              

                   ｍ ｌ  

午後        

                   ｍ ｌ   

計(      )ｍｌ  

 

排

泄 

午前  

尿(   )回 便(   )回 

午後 

尿(   )回 便(   )回 

夜間   

尿(   )回 便(   )回 

午前  

尿(   )回 便(   )回 

午後  

尿(   )回 便(   )回 

夜間   

尿(   )回 便(   )回 

午前  

尿(   )回 便(   )回 

午後  

尿(   )回 便(   )回 

夜間   

尿(   )回 便(   )回 

睡

眠 

    :     ～   :     

 

   :     ～   :      

 

   :     ～   :      

 

《 注意し て観察し てほし いこ と 》  

 

 

 

《 薬の飲ま せ方》  

 

平熱   ℃ 

 

 

服薬 有・ 無 

 

（  朝・ 昼・ 夜 ） 

様式 A 
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        避難所における  個人健康観察表     別府支援学校 

学部 小・ 中・ 高      年   氏名          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 時間 
バイ タ ル 
(体温・ S pO ) 

時間 
食事・  

水分量 
時間 排泄 時間 睡眠 

そ の 他( 服薬/発作/

心理状態/気づき 等) 

／ 

(    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

《 注意し て観察し てほし いこ と 》  

 

 

 

 

 

《 薬の飲ま せ方》  

 

様式 B 

平熱    ℃ 

服薬 有・ 無 
 

朝・ 昼・ 夜・ 眠前 
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⑧熱中症予防のポイ ント  

 
＜ポイ ント １ ＞ 

熱中症によ る 事故防止対策を 徹底する 。 予防に重点を置く 。  

□平常時よ り 「 暑さ 指数（ ＷＢ Ｇ Ｔ ）、 熱中症アラ ート 」 等の情報を 収集し 、 教職員や

児童生徒、 保護者に熱中症によ る 事故防止について注意を呼びかける 。  

□暑い季節の授業や学校行事は、児童生徒の体調管理に留意し 無理のないよ う にする 。 

□運動が長時間にわたる 場合には休憩を 多く と り 、 ス ポーツ ド リ ンク 等によ り 、 こ ま

めに水分や塩分を 補給する 。  

□体が暑さ に慣れていないと き には、 短時間で軽めの運動から 始め、 徐々に減ら す。 

□暑い季節には、 吸湿性や通気性のよ い軽装にする と と も に、 屋外で直射日光に当た

る 場合は、 帽子の着用、 飲み物の持参を 徹底する 。  

□体温調節が苦手な子がいたり 、 体幹装具を装着し たり する 子がいる こ と を 念頭に、 

 ちょ っと でも 体調がいつも と 違う と き には、 慎重に対応する 。  

□本人の特性によ り 、 自ら 水分補給を し たがら ない子に対し て、 水分を摂っ ている か

担任を中心に気を 配り 、 個に応じ た支援を行う 。  

 

        

 

 

 

 

 

＜ポイ ント ２ ＞ 

すべての教職員が応急手当を 理解し ておく 。  

□涼し い陽の当たら ない場所に寝かせ、 衣服を ゆる める 。  

□足を 高く し て寝かせる 。  

□水分・ 塩分を補給する 。（ 意識がないと き は、 Ｎ Ｇ ）  

□体を 氷で冷やす。（ 脇の下、 頚部、 股関節など ）  

□経過観察中、 容態が急変し 、 死に至る ケース も ある ので注意を 怠ら ない。  

□昏睡状態でけいれんを 伴う 場合はも ちろん、 応答が鈍いなど 、 少し でも 意識がはっ

き り し ていない場合は救急車を要請し 、 早期に医師の手当てを 受ける 。  

□医師の診断ま での間、 濡れタ オルや氷など で体を 冷やすなど の応急手当を 行う 。  

□緊急時の対応のために、 応急対応の研修や、 連絡先（ 学校医、 消防署、 教育員会、

家庭等） を 明確にする など 、 救急体制を 確立し ておく 。  

Ｑ Ｒ コ ード ： 厚生労働省 熱中症を 防ぐ ために知っておき たいこ と  

熱中症予防のための情報・ 資料サイ ト  「 障がいをお持ちの方へ」  
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熱中症対応に関する フ ロ ーチャ ート  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 涼し い場所に移動 

・ 衣服を緩め、 身体を冷やす 

・ 全身状態の観察 

○１ １ ９ 番通報 

◯Ａ Ｅ Ｄ の使用 

○応急処置 

・ 涼し い場所に移動 

・ 衣服を緩め、 身体を冷やす 

◯保護者連絡 

水分・ 塩分を与える  

（ 冷水・ ス ポーツド リ ンク ・ 経口補水液）  

症状が改善する  

医療機関へ搬送 

（ 医者に伝える こ と ）  

・ 発症時の環境や状態 

・ 持病や服薬中の薬 

 

気分が回復する ま でし ばら く 安静にする  

管理職及び保護者に連絡をする  

熱中症の疑いあり  
（ 暑熱環境にて体調不良）  

意識がある  意識がはっ き り し ない・ 意識がない 

自分で飲み物が飲める  自分で飲み物が飲めない 

症状が 

改善し ない 

校内緊急時対応 

管理職報告 
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（ ６ ） ス ク ールバス の利用について 

 

１  児童生徒の利用状況について 

   利用日、 利用便、 路線、 乗降場所（ 道路のどちら 側か） を確認し てく ださ い。  

 

２  ス ク ールバス に乗ら ない場合の連絡について 

  【 別府支援学校 本校】 ０ ９ ７ ７ －２ ４ －０ １ ０ ８ （ 本校ス ク ールバス 担当： 八坂）  

 【 運転手】 三浦
み う ら

安夫
や す お

さ ん 【 添乗員】 葛城
かつら ぎ

久子
ひ さ こ

さ ん 

 【 バス 携帯】 ０ ８ ０ －１ ７ ０ ０ －１ ８ ６ ３  

 

  【 登校便】 保護者が直接、 ７ ： ０ ０ ～７ : １ ０ の間にス ク ールバス 用の携帯電話へ連絡し てく ださ い。 

※添乗員が学校に着く ７ 時以降で、 児童生徒が乗車の３ ０ 分前には連絡し てく ださ い。  

  （ 当日欠席の場合） 保護者はス ク ールバス に直接連絡し てく ださ い。  

           保護者      バス 携帯０ ８ ０ ー１ ７ ０ ０ ー１ ８ ６ ３  

                                担任  ※欠席連絡も 忘れずに担任に連絡し てく ださ い。  

 （ 欠席が事前にわかっている 場合） 担任を通し て、 連絡し てく ださ い。  

              保護者  担任   ホワ イ ト ボード ま たは運転手、 添乗員へＴ Ｅ Ｌ  

 

 【 下校便】 当日、 １ ２ 時半までに担任が連絡（ ホワ イ ト ボード ま たは添乗員へＴ Ｅ Ｌ ） する ので、  

それに間に合う よ う に担任へ連絡し てく ださ い。  

              保護者  担任   ホワ イ ト ボード ま たは運転手、 添乗員へＴ Ｅ Ｌ  

 

３  緊急時・ 遅延時等の連絡について 

  〇台風、 雪などでス ク ールバス の運行ができ ないなど 、 急な変更がある 場合。  

      → 学校（ 教頭ま たは担任） から 直接電話連絡があり ま す。  

  〇登下校便の運行中に大幅な遅延がある 場合。  

→ 教頭・ 担任・ 指導部（ バス 担当） から 保護者の方に電話連絡があり ま す。  

     （ 場合によ っては、 運転手ま たは添乗員から 連絡があり ま す。 ）  

 

４  ス ク ールバス 運行時の緊急時の体制について 

（ １ ） 運行中の交通事故 

   ①運転手及び添乗員は、 児童生徒の安全を確認する 。  

  ②運転手及び添乗員は、 事故の様子、 場所、 児童生徒の状況・ 処置について、 教頭・ 指導部と 警察

に連絡する 。 必要に応じ て救急車を呼ぶ。  

  ③運転手及び添乗員は、 教頭の指示を受けて行動する 。  

   ④教頭・ 担任・ 指導部（ バス 担当） は保護者へ状況を連絡する 。  

 

 

 

 

原則と し て、 保護者の方は、 登校便は添乗員へ、 下校便は担任に連絡し てく ださ い。  

  下校便は連絡を受けて、 担任がホワ イ ト ボード に記入し 、 最終的に添乗員が乗降の把握を 

でき る 体制をつく っていま す。 ご協力お願い致し ま す。  

（ ホワ イ ト ボード は、 ス ク ールバス 車庫内にある 連絡用ボード です）  
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（ ２ ） 運行中における 地震等の自然災害 

①運転手及び添乗員は、 児童生徒の安全を確認する 。 （ 状況に応じ て応急処置）  

②運転手及び添乗員は、 児童生徒の安全を確保する 。  

     （ バス を安全な場所に移動。 非常扉を開放。 車内に待機さ せる 等、 最善と 思う 措置を取る ）  

③運転手及び添乗員は、 教頭へ状況を報告し 、 指示を受ける 。  

④教頭・ 担任・ バス 係は保護者へ状況を連絡する 。  

※学校と バス の間で連絡が取れない場合は「 緊急時対策マニュ アル」 に従い、 臨時的な体制を取 

り ま す。 保護者の方も ご自分の安全を第一に考えた行動をお願い致し ま す。  

（ ３ ） 運行中の児童生徒の事故（ 転倒・ 発作・ 嘔吐等）  

①運転手及び添乗員は、 車中にて可能な応急処置を行う 。  

②必要に応じ て適当な場所に停車する 。  

③運転手及び添乗員は、 児童生徒の状況を教頭へ報告し 指示を受け、 必要な場合は救急車を要請す 

る 。  

   ④教頭・ 担任・ 指導部（ バス 担当） は保護者へ状況を連絡する 。  

 

５  バス の乗降について 

（ １ ） 居住地から ス ク ールバス乗降場所ま での対応は、 保護者が責任を持って行ってく ださ い。   

    ま た、 乗降に関し ても 原則と し て保護者の方が車椅子の固定およ び解除、 バス 座席ま での送迎を 

行う こ と になっていま す。 ご協力お願い致し ま す。  

（ ２ ） 乗降場所に長時間停車でき ま せん。 登下校バス の通過予定時刻の５ 分前ま でに所定の乗降場所で 

待機し 、 児童生徒がすぐ に乗り 降り でき る よ う に準備をお願い致し ま す。  

（ ３ ） ス ク ールバス の通過予定時刻に乗降場所にいないと き には、 バス は通過し ま す。 下校便は学校ま 

で連れて帰り ますので、 学校へ迎えに来ていただく こ と になり ま す。  

（ ４ ） 児童生徒がバス に乗り 遅れる 等の事態が発生し た場合について 

   ①バス の到着から 発車時間ま でに余裕がある 場合には、 本人ま たは保護者に連絡し ま す。  

  ②バス は定時に発車し ま す。  

   ③添乗員、 運転手は原則バス から 降車し ま せん。 （ 安全な運行のため）  

   ④バス 携帯から 教頭に連絡、 教頭よ り 保護者へ連絡し ます。  

 

６  運行路線について 

 ◯原則と し て、年度初めに決定し た乗降時間や場所、送り 迎えの保護者等は、１ 年間変更でき ま せん。 

ただし 、 １ か月間の試運転期間を設け、 時間の調整を行います。 その間、 不都合等が生じ た場合、  

乗降場所や時間が変更になる こ と も あり ま す。  

 

７  緊急連絡先について 

   【 別府支援学校 本校】 ０ ９ ７ ７ －２ ４ －０ １ ０ ８ （ 本校ス ク ールバス 担当： 八坂）  

【 運転手】 三浦
み う ら

安夫
や す お

さ ん 【 添乗員】 葛城
かつら ぎ

久子
ひ さ こ

さ ん 

 

【 バス 携帯】 ０ ８ ０ －１ ７ ０ ０ －１ ８ ６ ３  

【 大分駅】 ０ ９ ７ －５ ３ ２ －１ ９ ５ ８  【 大分中央警察署】 ０ ９ ７ －５ ３ ３ －２ １ ３ １  

【 別府駅】 ０ ９ ７ ７ －２ １ －２ ２ ４ ８  【 別府警察署】    ０ ９ ７ ７ －２ １ －２ １ ３ １  
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（ ７ ） 学校のプールの安全管理について 

 

【 目的】  

 学校のプールの管理について、 事故防止を目的に作成し ている 。 内容については、「 水泳指導の手引」

（ 文部科学省）、「 学校プールの安全管理指針～排水口によ る 吸い込み事故防止のために」（ 埼玉県教育

委員会） 等を参考に、 次の事項に基づいて施設・ 設備の維持管理及事故防止に努める 。  

 

【 プール開設前に整備し ておく 事項】  

①プール管理体制の整備 

②事故発生時の対応及び緊急連絡体制の整備 

③教職員へのプールの安全管理について周知 

 ・ 施設点検フロ ーチャ ート  

   ・ 水質基準について 

   ・ 塩素等薬品の管理と 適正な使用について 

・ 開設前の点検チェ ッ ク リ ス ト について 

・ プール日誌について 

  ④新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症対策について周知 
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（ ８ ） 学校い じ め 防止基本方針 

①い じ め 防止に 関する 基本的な 方向、 取り 決め に つい て  

 い じ め は 児童生徒の 教育を 受け る 権利を 侵害し 、 心身の 健全な 成長と 人格形成へ重大な

影響を 与え 、 児童生徒の 一生を 左右する 危険性を も は ら ん で い る 。 ま た 、 生命や身体の 重

大な 危険を 被る おそ れ が あ る こ と を 我々は強く 認識すべき で あ る 。  

 昨今、 児童生徒が 安心し て 学習に 励み、 そ の 他の 活動に 取る 組むこ と が で き る よ う 学校

の 内外を 問わ ずい じ め が 行わ れな い 取り 組みが 求め ら れて い る 。 い じ め は 、 ま ち が っ て い

る 、 人と し て 許さ れな い こ と で あ る と い う メ ッ セ ージ を 当事者に 真剣に 伝え 、 毅然と し た

態度で 対応する こ と が 大切で あ る 。 し か し 、 対症療法的だ け で はい じ め を 完全に 解決する

こ と は で き な い 。 い じ め を 未然に 防止する た め に 有効な 教育活動に 取り 組むこ と も 必要で

あ る 。 そ の た め に は児童生徒一人ひと り が 相互に 信頼関係を 築け る 授業づく り 、 学級集団

・ 学習集団づく り と と も に 児童生徒が 集団の 一員と し て の 自覚を も ち 、 ス ト レ ス に と ら わ

れず互い に 認め 合う 学校・ 学級の 風土を つく る よ う 教員集団の 組織的な 働き か け が 必要と

な る 。 そ こ で 、 本校で は 今後、 組織と し て い じ め 問題に 対応する た め 、 「 い じ め 防止対策

推進法」 及び「 大分県い じ め 防止基本方針」 に 基づき 、 「 大分県立別府支援学校い じ め 基

本方針」 を 定め る こ と に する 。  

 

②い じ め と は  

【 い じ め の 定義】  

・ 「 い じ め 」 と は 、 「 当該児童生徒が 、 一定の 人間関係の あ る 者か ら 、 心理的、 物理的 

な 攻撃を 受け た こ と に よ り 、 精神的な 苦痛を 感じ て い る も の 」 と する 。 ま た 、 個々の  

行為が 「 い じ め 」 に 当た る か 否か の 判断は、 表面的・ 形式的に 行う こ と な く 、 い じ め  

ら れた 児童生徒の 立場に 立っ て 行う も の と する 。 な お、 起こ っ た 場所は 学校の 内外を  

問わ な い 。                    【 文部科学省ホ ーム ページ よ り 】 

・ 「 い じ め 」 を 「 児童生徒に 対し て 、 当該児童生徒が 在籍する 学校に 在籍し て い る 等、  

当 該 児 童 生 徒 と 一 定 の 人 間 関 係 に あ る 他 の 児童 生徒 が 行 う 心 理 的 又 は 物 理 的 な 影 響

を 与え る 行為（ イ ン タ ーネ ッ ト を 通じ て 行わ れ る も の を 含む。 ） で あ っ て 、 当該行為

の 対象に な っ た 児童生徒が 心身の 苦痛を 感じ て い る も の 」 と 定義する 。  

                    【 い じ め 防止対策推進法よ り 】 

【 い じ め に 対する 基本的な 考え 方】  

   「 深刻な い じ め は 、 ど の 学校に も 、 ど の ク ラ ス に も 、 ど の 子に も 起こ り う る 」  

                              （ 1996 年 1 月 30 日 文部科学大臣「 緊急ア ピ ール」 ）  

    ・ 一部の 問題を 抱え た 子ど も だ け が 関わ る 問題で は な い 。  

    ・ 誰で も 被害者に は も ち ろ ん の こ と 、 加害者に も な り う る 。  

・ 同じ よ う な 頻度で 毎回発生し て い た と し た と し て も そ こ に 関わ っ た 子ど も は大き く  

入れ替わ っ て い る 。  
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③い じ め 防止の 指導体制・ 組織的対応に 関し て  

【 基本方針】  

  ・ 特定の 教員で 抱え 込ま な い 仕組みづく り  

 い じ め の 判断は 組織的に 行う こ と が 必要。 教職員は 些細な 兆候や懸念、 児童生徒 

か ら の 訴え を 抱え 込ま ずに すべて 当該組織に 報告・ 相談する 。  

・ 具体的な 年間計画の 作成・ 実行・ 検証・ 修正等の 実施。  

 

【 日常の 指導体制の 見直し 及び防止の た め 手立て 】  

   ◇学習指導の 充実 

   ・ 児童生徒一人ひと り が 相互に 信頼関係を 築け 、 自己充実感を 感じ ら れる 授業 

  ・ 学習内容が わ か り 、 意欲的に 取り 組むこ と な ど で 達成感が 得ら れる 授業 

   ◇特別活動・ 道徳教育・ 人権教育の 充実 

   ・ 児童生徒が 集団の 一員と し て の 自覚を も て る ク ラ ス ・ 学年経営 

  ・ ボ ラ ン テ ィ ア 活動の 充実 

   ・ 講演会や道徳教育、 人権教育の 充実 

  ・ 情報モ ラ ル教育の 充実 

  ◇児童生徒・ 保護者と 教員集団の 相互の 信頼感 

  ・ 児童生徒と 教職員の 相互の 信頼関係構築 

  ・ 教職員間の 児童生徒に 関する 情報共有 

   ・ 保護者と の 連携 

   ◇研修及び体制の 整備 

  ・ 早期発見の 手立て  

   ・ 早期解決の た め 発生時の 指導体制及びマ ニ ュ ア ルづく り  

   ・ 発達的特徴と い じ め の 特徴や各発達段階に おけ る 指導上の 留意点 

  ・ 携帯電話やス マ ート フ ォ ン に よ る Ｓ Ｎ Ｓ を 通し た い じ め への 対応 

   ・ 専門機関と の 連携（ 大分県生徒指導支援チ ーム 等）  

   ・ 相談機関の 周知（ ２ ４ 時間子供Ｓ Ｏ Ｓ ダ イ ヤ ル等）  

 

【 い じ め 防止の 組織体制】  

  い じ め 対策委員会に つい て  

   ・ メ ン バ ー： 管理職、 主幹教諭、 生徒指導主任、 学部主事、 学年主任、 教育支援主任、

学級担任、 養護教諭、 関係教諭な ど で 構成。 （ 必要に 応じ 外部機関と 連携） 

   ・ 活動内容： 学校い じ め 防止基本方針の 作成、 見直し  

    通常時      年間指導計画の 作成 

                         校内研修会の 企画・ 立案・ 調整 

                調査実施及び結果・ 報告等の 情報の 整理、 分析 

         

事件発生時     い じ め が 疑わ れる 案件の 事実確認、 判断 

                         配慮を 必要と する 児童生徒への 支援 

県教育委員会への 報告及び調整 
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④防止の 措置に つい て  

【 い じ め 防止の 基本的な 考え 方】  

 教師が 、 子ど も が 発する サ イ ン を 見過ご し た り 、 他の 子ど も か ら の 訴え を 軽く 聞き 流し

て し ま っ た り 、 問題を 深刻に さ せて し ま う こ と が あ る 。 教師に は、 日頃か ら 子ど も た ち と

の 信頼関係を し っ か り と 築き 、 カ ウ ン セ リ ン グ マ イ ン ド を 持っ て 子ど も た ち に 接する こ と

が 求め ら れる 。 サ イ ン に 気づい た 時点で 、 報告・ 連絡・ 相談を し 、 学校が チ ーム と し て 動

く こ と が 重要で あ る 。 子ど も た ち や保護者の 気持ち に 十分配慮し な が ら 、 早急に 多方向か

ら 情報を 集め 、 実態把握を し て い く こ と が 大切で あ る 。  

 い じ め の 事実が 認め ら れた ら 、 ま ず、 い じ め ら れ て い る 子ど も を 守る こ と が 第一で あ る 。

い じ め ら れて い る 子ど も の 気持ち を し っ か り 聴き 、 い じ め ら れた つら さ や悔し さ を 十分に

受け と め る こ と を 大切に する 。 そ の 際、 対応を 急ぐ あ ま り に 、 肝心の 子ど も の 気持ち が 置

き 去り に さ れて し ま わ な い に 注意する こ と も 大切で あ る 。 そ し て 、 い じ め ら れて い る 子が 、

学級の 中で 安心し て 過ご せる よ う に 配慮し た り 登下校の 安全に 配慮し た り し 、 必要な と き

に は関係機関と も 連携し 、 心理的ケ ア を 十分に 行え る よ う に する 。 い じ め ら れて い る 子ど

も を し っ か り と 守り な が ら 、 学校体制と し て ど う い う 対応を し て い く の か 、 全教職員で 共

通理解し て い く 。  

 い じ め て い る 子ど も 、 学級全体に 対し て は 、 い じ め 行為は 、 ま ち が っ て い る 、 人と し て

許さ れ な い こ と で あ る と い う メ ッ セ ージ を 真剣に 伝え 、 毅然と し た 態度で 対応し て い く こ

と が 重要で す。 対応が 不適切で あ る と 、 子ど も が 大人への 不信感を 増し た り 、 話さ な く な

っ た り 、 追い つめ ら れ た り 、 い じ め が よ り 深刻に な っ た り 、 潜伏し た り する 危険性を は ら

ん で い る 。 学校は 、 い じ め ら れて い る 子ど も を 徹底し て 守る 、 い じ め に 対し て し っ か り と

取り 組ん で い く と い う 強い 姿勢を 子ど も た ち や保護者や地域に 示し て い く こ と が 重要で あ

る 。 教師が し っ か り と 関わ る こ と で い じ め が 解決し た と い う 事例が た く さ ん あ り 、 そ の 実

例か ら 学ぶこ と も 大切で あ る 。 ま た 、 い じ め て い る 子ど も に は 、 そ の 子自身が い ろ い ろ な

ス ト レ ス を 抱え て い る こ と も 多い の で 、い じ め 行為に 対し て は し っ か り と 指導を し た 上で 、

そ の 子自身の 課題を 解決し て い く た め に 継続し て 一緒に 考え て い く こ と が 大切で あ る 。  

 ま た 、 い じ め の き っ か け は ど こ に で も あ る 些細な ト ラ ブ ルで あ り 、 完全に な く すこ と は

不可能で あ る 。 ど こ で も 、 誰に で も 起こ る 可能性が あ る と い う 認識に た つ必要が あ る 。 そ

の た め 早期発見、 早期解決が 重要で あ る 。  

【 い じ め 早期発見の た め の 手立て 】  

 い じ め ら れて い る と き 、 子ど も の 心は 抑圧さ れ、 体や行動な ど に 何ら か の 症状が 現れま

す。 中学生く ら い に な る と 内面に 閉じ こ め やすく な る の で 見え に く く な る が 、 必ず何ら か

の 変化は 起こ っ て い る は ずで あ る 。 身近な 大人が 子ど も の わ ずか な サ イ ン に 気が つき 、 そ

の 背後に 何が あ る の か を て い ねい に 見て い く こ と が と て も 重要で あ る 。 日頃か ら 親と 子の

ふれあ い 、 教師と 子ど も と の ふれあ い を 大切に し て い く こ と で 、 見え に く い サ イ ン に 気づ

く こ と も あ る の で 、 日頃の 関わ り 方が 重要と な る 。  

 ま た 、 本校の 児童生徒は小学校、 中学校時代に い じ め ら れた 経験が あ る 生徒も 多く 、 そ

の ト ラ ウ マ を 抱え て 生活し て い る 。 そ の た め 、 調査に 何し て も 一律で は な く 、 児童生徒の

実態に 応じ た 対応が 必要と な る 。 早期発見の 手段と し て 、 観察、 情報収集、 ア ン ケ ート 調

査、 個別面談な ど が 重要と な る 。  
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    早期発見の 手立て と し て の 例 

   ・ 児童生徒と の 面接         ・ ク ラ ス メ ート や他の 教員か ら の 報告 

・ 保護者か ら の 連絡         ・ 日記や連絡帳 

・ ア ン ケ ート 調査   な ど  

【 い じ め に 対する 処置】  

 カ ウ ン セ リ ン グ マ イ ン ド ： 一人一人の 子ど も の 気持ち や考え 方を 尊重し 、 理解し 大切    

に し よ う と する 心や姿勢で の ぞ む。  

・  何ら か の サ イ ン に 気づい た と き に は 、 早急に 実態把握を 行う 。  

・  い じ め ら れて い る 子ど も を 守る 。  

・ 「 い じ め は 、 絶対に 許さ な い ！」 と い う 担任や学校の 姿勢を 伝え る  

・ 被害者、 加害者だ け で はな く 傍観者な ど の 指導も 考え る 。  

 

【 い じ め の 対応～具体的な 支援～   児童生徒への 対応】  

＜い じ め ら れて い る 児童生徒の 出すサ イ ン ＞（ 早期発見の た め の チ ェ ッ ク ・ リ ス ト ）  

【 学校】  

□ 休み時間や給食の 時な ど に 一人で い た り 今ま で と 違っ た グ ループ に 入っ て い た り する 。 

□ 無口に な り 、 表情が さ え な い 。  

□ 原因の 分か ら な い 傷や打撲の あ と が あ る 。  

□ 服、 持ち 物な ど が 不自然に 汚れ て い る 。 ノ ート ・ 教科書に 落書き が あ る 。  

被害児童生徒への
支援

加害児童生徒への
指導

友人・知人（観衆・
傍観者）への指導・
支援

教師の対応 共感的に受け止める姿勢
で対応

毅然とした態度で対応
※懲戒（第25条）

※出席停止（第26条）

みんなを守るという姿勢で
対応

伝えること ・学校として「何としても守
る」という姿勢を示すこと

・プライバシーの保護に十
分配慮すること

・いじめは決して許されな
い行為であること

・いじめられた側の心の痛
みに配慮すること

・自分の行為が重大な結
果に繋がったこと

・いじめられた側の心の痛
みに配慮すること

・いじめを認知した時、大
人に通知する勇気を持つ
こと

・プライバシーの保護

確認すること ・身体の被害状況

（負傷している場合、病院
での診療状況）
・金品の被害状況

・警察への被害申告の意
志
・カウンセリングの必要性

・適応指導教室での対応
の必要性

・カウンセリングの必要性 ・カウンセリングの必要性

留意すること ・再発や潜在化

・PTSD、自殺危険度のア
セスメント

・加害者の心理的背景

・加害者が被害者になる
こと

・観衆、傍観者も被害者に
なること
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□ 忘れ物が 多い 。 （ と ら れ た り 隠さ れた り し て い る が 、 そ の こ と を 言え な い ）  

□ は っ き り し な い 理由で 欠席、 遅刻、 早退を する 。  

□ 保健室に 出入り し た り 、 教師に 何か 言い た そ う に 職員室の あ た り を う ろ う ろ し た り する

こ と が 多い 。  

□ ク ラ ス 委員や係、 当番な ど を さ せら れて い る 。  

□ 授業中に 発言し た と き な ど 、 周囲が ひやか し た り 、 冷た く 反応し た り する 。  

□ 罰ゲ ーム 、 プ ロ レ ス ご っ こ と 称し て 、 何か を さ せら れた り 技を か け ら れた り し て い る 。  

【 家庭】  

□ 頭痛、 腹痛等を 訴え 、 学校に 行き た が ら な い 。 （ 特に 曜日は決ま っ て い な い ）  

□ 元気が な か っ た り 、 イ ラ イ ラ し た り する こ と が 多く 、 投げやり な 様子が あ る 。  

□ チ ッ ク 、 睡眠の 異常（ う な さ れ る 、 寝付け な い な ど ） こ だ わ り 行動が 始ま る 。  

□ 原因の わ か ら な い 傷や打撲の あ と が あ る 。  

□ 服な ど が 不自然に 汚れて い た り 、 破れた り し て い る 。  

□ 学校や友達の 話を 急に し な く な っ た 。  

□ 何か に 悩ん で 困っ て い る よ う な の に 、 理由を 言わ な い 。  

□ 小さ い 子ど も や小動物な ど に 対し 、 攻撃的、 暴力的な 行動を と る 。  

□ 持ち 物を 頻繁に な く し て く る 。  

□ お金を 頻繁に ねだ る 。 家の お金が な く な る 。  

（ 注） 上記の よ う な サ イ ン が 見ら れ た か ら と い っ て 、 必ずし も い じ め が あ る と は 限ら な い 。 
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再
発
防
止

いじ め対策の基本
１ 早期発見・ 早期対応

○いじめの小さなサインを見逃さず、しっかりと捉え、察知し
た問題をケースに応じ迅速かつ適切に指導すること。

２ 組織的な対応
○いじめ対策委員会を機能させ、組織的な取組を徹底して

進めること。

３ 関係機関と の連携
○ケースによって、学校だけの指導に固執せず、保護者、

教育委員会、警察、児童相談所など関係機関との連携
体制のもとで指導・対応にあたること。

（６） いじめ防止対応組織（「いじめ問題対応マニュアル」から）

早期発見
早期対応

組織的な対応

関係機関との
連携

本
人

保
護
者

･
地

域

他
生
徒

･
教

師

発
見

訴
え

発
見

訴
え

担
任
・
副
担
任
な
ど

相
談

情報提供

学校での
サイン

家庭での
サイン

どんな些細なこと
でも必ず報告す
る

生
徒
指
導
主
任

校
長
・
教
頭
（

い
じ
め
対
策
委
員
会

・校長
・教頭
・生徒指導主任
・学部・学年主任

・養護教諭
・関係教職員

学校
だより

保護者
説明会

PTA
役員

周囲の児童生徒・
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重大事態対応フロー図

いじめ対策委員会
☆構成員※公平性、中立性の確保

管理職、学部・学年主任、生徒指導主任
養護教諭、関係教職員 など

＋

弁護士、医師、教育委員会（設置者）、
外部の関係機関

◇いじめの認知報告
◇調査方針、方法等の決定

◇指導方針の決定、指導体制の
確立(指導、支援の対象、具体的な手立て)

◇事態収束の判断
(被害者がいじめの解消を自覚し、関係児童生徒と

の関係が良好となっている)

い
じ
め
の
認
知

生
徒
指
導
部

管
理
職

調査・事実関係の把握保護者

職員会議

※再調査（実施の場合は
議会に報告）

報告 教育委員会

【重大事態の調査結果】

報
告

地方公共団体の長

いじめ解決への指導・支援

継続指導・経過観察

継続収束

※希望により、被害の児童生徒、
保護者の所見を調査結果に添え
ることができる

※情報共有

関係機関
・教育委員会
・警察
・福祉関係
・医療機関

地域
・民生委員

日常の指導
体制の充実

※指導、支援

対応継続

①発生時
②調査終了時

⑥重大事態への 対応 

【 重大事態と は 】  

・ 児童生徒等の 生命・ 心身又は財産に 重大な 被害が 生じ た 疑い の あ る 場合。  

○児童生徒が 自殺を 企図し た 場合 

○身体に 重大な 傷害を 負っ た 場合 

    ○金品等に 重大な 被害を 被っ た 場合 

    ○精神性の 疾患を 発症し た 場合  

【 相当の 期間学校を 欠席する こ と を 余儀な く さ れて い る 疑い の あ る 場合】  

    （ 年間 30 日を 目安と する が 、 一定期間連続し て 欠席し て い る よ う な 場合な ど ）  

※児童生徒や保護者か ら「 い じ め ら れて 重大事態に 至っ た 」 と い う 申立て が あ っ た 時。 

※そ の 際は 学校の 設置者（ 県教委） に 報告し 、 指示を 仰ぎ な が ら 対応する 。 ま た 、 外 

部機関と 相談し な が ら 対応する こ と も 考慮する 。                                              
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（ ９ ） 交通安全・ 交通事故対応 

 

交通安全については， 安全に気を付けながら 通行する こ と や道路を横断する こ と ， 信号や標識の意味

を知って守る こ と などが指導内容と し て挙げら れる 。 交通安全に関する 指導は， 社会生活をする 上で基

本的な事項である が， 児童生徒がその指導を正し く 身に付け， 安全に過ごせる よ う にし なければなら な

い。 直接， 生命にかかわる こ と なので， 児童生徒の実態を的確に把握し ， 登下校の場だけでなく その状

況に合わせて指導する 必要がある 。 交通標識等の指導は， 実際的な場面をと おし て行う よ う にする 。 ま

た， 地区の交通安全協会や警察署等と 連携し て交通安全教室を開く などし て， 交通安全に関する 意識を

高めていく こ と が大切である 。  

 

①交通安全教育の実施 ～交通事故から 身を守る 力を高める ～ 

・ 交通ルールと 、 安全な歩行の仕方   ・ 公共交通機関利用時と 自転車乗車時のルールと マナー  

・ 実践的な交通安全の指導       ・ 一人通学： 登下校時の安全指導 

 

②交通事故対応 

初期対応のポイ ント  

・ 事故現場又は警察・ 病院へ複数の教職員で急行し 、 事実確認を行う 。  

・ 加害・ 被害に関わら ず、 負傷者の救助を第一にする 。  

・ 保護者・ 担任は、 管理職と 生徒指導主事へ、 正確な情報を迅速かつ確実に伝える 。  

 

発生直後 

～現場到着～ 

・ 現場到着後は、 二次被害防止のため、 両当事者を安全な場所へ移動さ せる 。  

 

事情によ り 、 下記の事項について確認する 。  

～被害者の場合～                ～加害者 の場合～ 

事故現場ま たは警察・ 病院へ           事故現場ま たは警察・ 病院へ 

・ 複数の教職員で、 事故の現場等へ直ちに    ・ 状況によ り 複数の教職員で、 事故の現場へ急行 

急行する 。                    する 。  

・ 通報者から 、 事故の状況・ 被害生徒の人       加害生徒への対応 

定事項･負傷状況等を聴取する ｡         ・ 当該生徒が興奮状態にある 場合は、 落ち着く よ  

・ 救急車の出動の有無を確認する 。          う に話し かけ、 具体的な指示を与える 。  

保護者への連絡                加害生徒から の聴取事項 

・ 保護者に対し 、 被害生徒の事故の概要及    ・ 加害生徒自身の怪我の有無   

び負傷状況について連絡する 。          ・ 相手方の負傷程度と 救急車の要請 

（ 場合によ っては、 事故現場や搬送先の病    ・ 110 番通報又は所轄署への連絡 

院を知ら せる 。 )               （ 警察や救急車への連絡がなさ れていない場合は、  

学校から 連絡する 。）  

・ 保護者に対し 事故の概要について連絡する 。  
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③連絡・ 報告と 情報管理 

情報の共有と 共通理解 

・ 管理職と 生徒指導主事への報告（ ５ Ｗ１ Ｈ、 事実のみを正確に）  

・ 情報を一元化 

・ 教育委員会への報告（ 管理職）  

（ 事故の大き さ や負傷の程度によ り 、 校長の判断で必要に応じ て）  

・ 関係学校への連絡( 共犯者や被害者と し て他校生も 関わっている 場合)  

※管理職・ 生徒指導主事 ・ 生徒指導主事への連絡・ 報告は問題事象が解決する ま で適宜行う 。  

 

生徒･保護者への対応 

～当該生徒～                     ～当該生徒の保護者～       

被害者の場合                   被害生徒の保護者 

・ 容体や怪我の状況等に応じ て対応する ｡        ・ 被害生徒が怪我等によ り 、 病院へ搬送 

・ 事故発生時の状況を詳し く 聴取する 。         ・ 入院し た場合は、 直接赴いて保護者と 面会 

                                          する 。  

加害者の場合                       ・ 事故の状況等について、 家庭訪問や保護者 

・ 事故発生時の状況を聴取する 。                       に来校を依頼し 、 直接説明する 。  

・ 再発防止に向けた安全運転指導を実実施す          ・ 通学路における 事故であれば、 今後の改善 

  る 。                                             点等について説明する 。  

         加害生徒の保護者                     ・ 温かい態度で接し 、 加害生徒への非難は避 

・ 被害者への謝罪及び対応について話し 合う 。           ける 。  

・ 心のケアが必要な場合は、 教育相談係やス       ・ 被害者への対応(謝罪等)について話し 合う 。  

 ク ールカウ ンセラ ーを要請する 。            ・ 相談機関の紹介を行う 。  

 

④ＨＲ や全校生徒への指導等 

臨時のＨＲ 活動、 学年集会、 全校集会等での指導 

・ 関係機関の講師等を招いて、 交通安全教室や講演会を実施する 。  

・ 交通規範の遵守、 命の大切さ や交通事故の重大性について、 安全意識の高揚を図る 。  

保護者・ 育友会（ Ｐ Ｔ Ａ ） と の連携 

・ 安全意識について、各学校の方針について保護者及び地域、関係機関等の理解と 協力を求める 。  

・ 交通事故防止のための文書等を作成・ 配布する など の啓発を行う 。  

通学路 

・ 通学路における 事故の場合、 その安全性や危険性について確認し 、 よ り 安全な通学路を設定す

る など改善を図る 。  
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（ １ ０ ） 弾道ミ サイ ル発射時の対応 

 弾道ミ サイ ルは、 発射から わずか１ ０ 分も し ないう ちに到達する 可能性も ある 。 全国瞬時警報シス テ

ム（ J アラ ート ） は、 弾道ミ サイ ルが日本の領土・ 領海に落下する 可能性又は領土・ 領海を通過する 可

能性がある 場合に使用さ れる 。 ま た、 可能性がないと 判断し た場合 J アラ ート は使用さ れない。  

（ １ ） Ｊ アラ ート 受信時（ 大分県が地域に指定さ れている 場合）   

 

 

 

 

 

 

（ ２ ） 日本国内に着弾し 被害が出た場合（ Ｊ アラ ート が送信さ れない場合も 含む）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ３ ） 避難行動例 

（ ４ ） 弾道ミ サイ ルが通過又は領土、 領海外に落下し た場合 

  J アラ ート の避難呼びかけが解除さ れる 。 ま た、 不審なも のには絶対に近寄ら ず直ちに警察や消防 

 に連絡する 。  

①登校前  

・ 自宅待機し 、 その後の対応については、 学校から の指示に従って行動する 。   

②登下校中  

・ ま ず落ち着いて避難行動をと り 、 安全な場所に避難する 。   

・ 安全を確認し た後、 学校か自宅（ 近い方） に向かって移動する 。   

・ その後の対応については、 学校から の指示に従って行動する 。   

①登校前  

・ 自宅等で安全を確保する 。 学校は 臨時休業 になる 。   

②登下校中  

・ ま ず落ち着いて避難行動をと り 、 安全な場所に避難する 。   

・ 安全を確認し た後、 学校か自宅（ 近い方） に向かって移動する 。   

・ 学校は臨時休業になる ため、 登校し た場合は安全を確認し た後、 指示に従って帰宅する 。  

③授業中等  

・ ま ず落ち着いて避難行動をと り 、 校内の安全な場所に避難する 。   

・ 学校は 臨時休業 になる ため、 安全を確認し た後、 指示に従って帰宅する 。   

① 屋外にいる 場合 

・ 頑丈な建物の中や地下などに避難する 。（ 物陰に身を隠すか地面に伏せ、 頭部を守る 。）   

②車内にいる 場合 

・ 燃料に引火する 恐れがある ため車外に出て、 屋外の場合と 同様に避難する 。   

③屋内にいる 場合 

・ でき る だけ窓から 離れる か、 でき れば窓のない部屋へ移動する 。   

④近く にミ サイ ルが着弾し た場合 

・ 屋外にいる 場合は、 口と 鼻をハンカチで覆いながら 、 現場から 直ちに離れ 気密性の高い屋内の部

屋ま たは風上に避難する 。   

・ 屋内にいる 場合は、 換気扇を止め、 窓を閉め、 目張り をし て室内を密閉する 。   

・ テレ ビ・ ラ ジオ・ イ ンタ ーネッ ト 等を通し て情報収集に努め、 行政から の指示があればそれに従っ

て、 落ち着いて行動する 。   
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